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は
じ
め
に

１
　
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
の
展
開

近
年
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
は
、
様
々
な
利
益
を
調
和
し
、
社
会
の
諸
課
題
を
解
決
し
う
る
手
段
と
し
て
、
大
き
な

期
待
を
担
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
者
の
よ
り
自
由
な
時
間
編
成
と
他
の
諸
活
動
と
の
調
和
、
企
業
に
お
け
る
労
働
時
間
編
成
の
柔
軟

化
と
生
産
性
の
向
上
、
労
働
者
の
家
族
的
責
任
と
職
業
生
活
の
両
立
、
職
業
生
活
か
ら
引
退
へ
の
円
滑
な
移
行
、
就
職
困
難
者
の
訓
練
と
職

業
活
動
参
加
へ
の
援
助
、
経
済
的
解
雇
の
代
替
措
置
、
雇
用
の
創
出
、
そ
し
て
、
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の
実
現
と
失
業
問
題
の
克
服
、
で

あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
に
関
す
る
立
法
は
、　
一
九
七
三
年

一
二
月
二
七
日
の
法
律
に
さ
か
の
ぼ
る
が
、
最
初
の
本
格
的

な
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
立
法
は
、
　
一
九
八

一
年

一
月
二
八
日
の
法
律
で
あ
る
。
同
法
は
、　
一
九
八
二
年
二
月
二
六
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に

よ
り
改
正
さ
れ
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
一
般
的
規
整
の
枠
組
み
が
つ
く
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
も
、　
一
九
八
六
年
八
月

一
一

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四九
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経
研
究
四
四
巻
三
号
２
九
九
五
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五〇

日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
、　
一
九
九

一
年

一
月
三
日
の
法
律
、
　
一
九
九
二
年

一
二
月
二

一
日
の
法
律

、　
一
九
九
二
年

一
二
月
二
〇
日
の
労
働
、

雇
用
、
職
業
教
育
に
関
す
る
五
か
年
法
、
　
一
九
九
四
年
七
月
二
五
日
の
家
族
に
関
す
る
法
律
等
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
に
つ
い
て
は
、

多
く
の
立
法
、
改
正
が
な
さ
れ
、
現
在
に
い
た
っ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
の
展
開
は
、
前
述
の
よ
う
な
多
様
な
期
待
に
応
え
る
べ
く
、
以
下
の
よ
う
な
二
つ
の
大
き

な
流
れ
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
柔
軟
化
と
労
働
者
保
護
の
調
和
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム

労
働
の
機
能
の
多
様
化
、
そ
し
て
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
誘
導
と
促
進
、
で
あ
る
。

立
法
者
は
、
第

一
に
、　
一
方
で
使
用
者
の
労
働
時
間
編
成
に
お
け
る
柔
軟
化
へ
の
要
望
、
他
方
で
労
働
者
の
様
々
な
理
由
に
よ
る
短
時
間

労
働
の
希
望
の
双
方
を
実
現
さ
せ
る
労
働
形
態
と
し
て
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
を
位
置
づ
け
、
そ
の
労
働
時
制
を
多
様
化
し
た
。
特
に
、　
一

九
九
二
年

一
二
月
二
〇
日
の
五
か
年
法
は
、
従
来
の
週
、
月
を
算
定
基
礎
と
す
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
時
制
に
加
え
て
、
年
を
算
定
基
礎
と

す
る
年
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
時
制
を
導
入
し
、
ま
た
、
段
階
的
早
期
退
職
制
度
に
お
い
て
は
、
数
年
を
算
定
基
礎
と
す
る
パ
ー
ト
タ
イ

ム
労
働
時
制
の
導
入
も
行
っ
た
。
他
方
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
導
入
、
労
働
契
約
の
形
式
、
労
働
時
間
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
保
護
の
基

本
的
枠
組
み
を
維
持
し
つ
つ
、
規
制
を

一
定
緩
和
し
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
柔
軟
化
と
そ
の
発
展
を
図
っ
て
い
る
。

第
二
に
、
立
法
者
は
、
特
定
の
目
的

・
機
能
を
担
う
特
別
の
タ
イ
プ
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
を
発
展
さ
せ
、
家
族
的
責
任
を
有
す
る
労
働

者
、
あ
る
い
は
、
高
齢
者
の
職
業
生
活
と
私
生
活
の
調
和
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
、
就
職
困
難
者
の
訓
練
と
職
業
生
活
へ
の
統
合
の
機

会
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
直
接
的
に
雇
用
の
維
持

・
創
出
を
実
現
す
る
手
段
と
し
て
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
具
体
的

に
は
、
家
族
的
理
由
に
基
づ
く
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
制
度
、
段
階
的
退
職
制
度
、
職
業
生
活
接
近
へ
の
援
助
を
目
的
と
す
る
雇
用
連
帯
契
約
、

雇
用
全
国
基
金
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
移
行
協
定
に
基
づ
く
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
制
度
、
段
階
的
早
期
引
退
制
度
、
等
が
挙
げ
ら
れ
よ

，『ノ。



第
二
に
、
立
法
者
は
、
こ
れ
ら
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
を
発
展
さ
せ
、
雇
用
創
出

・
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
を
実
現
す
る
た
め
に
、
パ
ー
ト

タ
イ
ム
労
働
導
入
の
促
進
政
策
を
展
開
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
使
用
者
の
負
担
を
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
の
使

用
者
の
負
担
と
均
衡
化
す
る
た
め
の
措
置
、
新
た
な
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
雇
用
等
に
対
す
る
、
社
会
保
障
の
使
用
者
負
担
保
険
料
の
一

部
免
除
制
度
、
同
制
度
と
法
定
最
低
賃
金
レ
ベ
ル
の
賃
金
に
関
す
る
家
族
手
当
保
険
料
の
軽
減
制
度
と
の
同
時
適
用
、
家
族
的
理
由
に
基
づ

く
パ
ー
ト
タ
イ
ム
転
換
者
へ
の
補
足
手
当
に
関
す
る
保
険
料
等
負
担
の
免
除
、
雇
用
連
帯
契
約
に
お
け
る
社
会
的
負
担
の
免
除
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
位
置
づ
け
、
お
よ
び
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
の
展
開
は
、
わ
が
国
の
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
を
考
え
て
い
く
う
え
で
も
、
興
味
深
い
検
討
対
象
で
あ
る
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
フ
ラ
ン
ス
が
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労

働
法
制
に
お
い
て
、
試
み
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
第

一
に
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
柔
軟
化
と
労
働
者
保
護
の
調
和
、
第
二

に
、
短
時
間
労
働
と
し
て
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
特
徴
を
生
か
し
て
の
、
様
々
な
諸
要
求
の
実
現
、
第
二
に
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
を
発

展
さ
せ
る
た
め
の
有
効
な
促
進
政
策
の
実
施
、
そ
し
て
、
全
体
と
し
て
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
発
展
に
よ
る
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の
実

現
と
失
業
問
題
の
克
服
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
現
在
の
、
ま
た
は
、
将
来
の
課
題
と
な
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
高
い
失
業
率
を
背
景
に
、

ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の
実
現
が
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
政
策
の
中
心
的
柱
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
要
求
が
各
法
制
度
に
も
反
映
し
て
い
る

フ
ラ
ン
ス
と
、
相
対
的
に
失
業
率
が
低
く
、
む
し
ろ
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
均
等
待
遇
が
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
の
現
在
の
中
心
的
課

題
で
あ
る
わ
が
国
と
で
は
事
情
は
異
な
る
も
の
の
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
試
み
の
検
討
が
示
唆
に
富
む
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
と
思
わ
れ

２０
。し

た
が
っ
て
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
多
様
な
利
益
調
和
と
雇
用
創
出
の
実
現
の
期
待
を
担
う
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

と
法
制
度
の
展
開
に
つ
き
、
特
に
、　
一
九
九
二
年

一
二
月
二
〇
日
の
労
働
、
雇
用
、
職
業
教
育
に
関
す
る
五
か
年
法
と
同
法
を
具
体
的
に
実

施
す
る
た
め
の
適
用
デ
ク
レ
、
お
よ
び
、　
一
九
九
四
年
七
月
二
五
日
の
家
族
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
改
正
に
焦
点
を
あ
て
な
が
ら
、
パ
ー
ト

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一



法
経
研
究
四
四
巻
三
号
貧
九
九
五
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五二

タ
イ
ム
労
働
の
柔
軟
化
と
労
働
者
保
護
の
調
和

（
一
）、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
機
能
の
多
様
化

（
二
）、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
誘
導
と
促

進

（三
）、
の
流
れ
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
に
関
し
て
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
待
遇
と
地
位
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
権
利
保
護
と
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
と
の

平
等
原
則
、
社
会
保
障
法
上
の
権
利
と
義
務
等
が
、
課
題
と
な
る
も
う

一
つ
の
大
き
な
柱
で
あ
る
が
、
同
課
題
に
つ
い
て
は
す
で
に
詳
細
な

研
究
も
あ
り
、
本
稿
に
お
い
て
は
さ
し
あ
た
り
こ
れ
を
検
討
の
対
象
と
は
し
な
い
。

２
　
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
定
義

な
お
、
本
論
に
入
る
前
に
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
定
義
に
つ
い
て
、
若
干
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

の
定
義
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
の
週
、
月
、
ま
た
は
、
年
の
労
働
時
間
数
が
、
同
期
間
に
法
定
労
働
時
間
ま
た
は
協
約
の
定
め
る
労
働

時
間
を
適
用
し
て
得
ら
れ
る
時
間
の
五
分
の
四
以
下
で
あ
る
で
あ
る
こ
と

（年
を
算
定
基
礎
と
す
る
場
合
は
さ
ら
に
法
定
休
暇
ま
た
は
協
約

の
定
め
る
休
暇
に
対
応
す
る
時
間
を
差
し
引
く
）
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
一
般
的
法
的
定
義
の
存
在
は
、
フ
ラ
ン

ス
法
の
特
徴
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
」
に
類
似
す
る
概
念
と
し
て

「部
分
的
失
業

（魯
０
日

，
電

●
留
け̈
ｏ中と

が

あ
る
。
「
部
分
的
失
業
」
と
は
、
事
業
場
の
全
部
も
し
く
は

一
部
の
一
時
的
閉
鎖
、
ま
た
は
、
当
該
事
業
場
で
通
常
実
施
さ
れ
て
い
る
労
働

時
間
の
法
定
労
働
時
間
を
下
回
る
短
縮
に
よ
り
、
賃
金
の
喪
失
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
状
態
で
あ
る
。

ど
ち
ら
も
そ
の
労
働
時
間
は
法
定
労
働
時
間
よ
り
短
い
が
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
は

「選
択
さ
れ
た
」
形
態
で
あ
り
、
そ
の
決
定
は
個
別

的
性
質
を
も
つ
が
、
部
分
的
失
業
は
、
・経
済
的
理
由
に
よ
り

「強
い
ら
れ
た
」
も
の
で
あ
り
、
企
業
の
閉
鎖
や
労
働
時
間
の
短
縮
な
ど
集
団



的
措
置
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
は
、
特
別
の
タ
イ
プ
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
に
基
づ
く
場
合
を
除
き
、
そ

の
報
酬
は
労
働
時
間
に
比
例
し
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
の
そ
れ
と
の
差
額
が
補
填
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
部
分
的
失
業
を
受

け
入
れ
た
労
働
者
は
、
そ
の
喪
失
し
た
賃
金
の

一
部
を
補
償
す
る
手
当
と
し
て
、
国
か
ら
特
別
手
当

↑
中中８
３
】．０
●
選
０、ｏぃ喘̈
８
ｏ】
を
、
使

用
者
か
ら
同
特
別
手
当
を
補
完
す
る
手
当
を
受
け
取
り‘
、
さ
ら
に
そ
の
以
前
の
所
定
労
働
時
間
が
少
な
く
と
も
法
定
労
働
時
間
に
等
し
い
場

合
は
、
月
額
最
低
報
酬

（■ｏ、日
Ｅ
ｏ、日
↑い０
●
８
８
８
ｏ】♂

日
ぃ●
】日
ｐ
】Φ】
が
保
障
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
両
者
の
区
別
、
す
な
わ
ち

「
選
択
さ
れ
た
」
の
か

「強
い
ら
れ
た
」
の
か
は
、
特
に
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換

の
提
案
が
解
雇
代
替
措
置
と
し
て
行
わ
れ
た
場
合
な
ど
を
想
定
す
る
と
、
明
確
で
は
な
い
。
ま
た
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換
に
つ
い

て
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
労
働
時
間
の
短
縮
に
伴
う
賃
金
の
減
額
分
の

一
部
補
填
が
行
わ
れ
る
特
別
の
タ
イ
プ
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
が

展
開
さ
れ
て
お
り
、
両
者
の
区
別
は
さ
ら
に
相
対
的
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

①
一
九
九
三
年

一
二
月
二
〇
日
の
五
か
年
法
以
前
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
に
つ
い
て
は
、
水
町
勇
一
郎

「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

の
法
律
政
策
―
フ
ラ
ン
ス
法
と
ド
イ
ツ
法
の
比
較
法
的
検
討
０
」
法
学
協
会
雑
誌
第
一
一
〇
巻
第

一
二
号
一
八
五
七
頁
以
下
、
お
よ
び
、
「同
②
」
法
学

協
会
雑
誌
第

一
一
一
巻
第
五
号
六
四
八
頁
以
下
が
、
そ
の
全
体
に
つ
き
、
社
会
保
障
法
、
税
法
も
含
め
、
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
他
、

フ
ラ
ン
ス
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
法
規
制
を
検
討
し
た
邦
文
献
と
し
て
、
野
田
進

「パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
法
規
制
―
フ
ラ
ン
ス
一
九
八

一
年
法
お

よ
び
一
九
八
二
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
検
討
」
日
本
労
働
協
会
雑
誌
二
八
四
号

（
一
九
八
二
年
）
五
〇
頁
以
下
、
同

「外
国
論
文
紹
介
ｏ
ジ
ャ
ン
・
ペ
リ

シ
エ
著

『間
歌
的
労
働
ヒ

季
刊
労
働
法
一
四
四
号

（
一
九
八
七
年
）
二
〇
八
頁
以
下
、
同

「
フ
ラ
ン
ス
の
労
働
時
間
制
度
」
山
口
浩
一
郎
＝
渡
辺
章
＝

菅
野
和
夫
編

『変
容
す
る
労
働
時
間
制
度
』
（
一
九
八
八
年
）
二
〇
八
頁
以
下
、
岩
村
正
彦

「
フ
ラ
ン
ス
の
非
典
型
雇
用
」
日
本
労
働
法
学
会
誌
八

一
号

（
一
九
九
二
年
）
一
〇
五
頁
以
下
等
が
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五三



法
経
研
究
四
四
巻
三
号
（
一
九
九
五
年
）

０
０
。一『
ｐ
く
・・ｐ
●
一
ぃ
。〓
い
‐圏
・

０
９
一■
ｐ
く
・・ｏ
『
゛
卜
・８
ぃ
‐圏
・
３

Ｒ
一
・”
。８
い‐８

２

り
・

船
Ｐ
Ｐ
ｏ
ｏ
Ｏ
『
ら

，
ｐ
一い０
コ
ｏ
中
い●
一０
『
づ
『
Ｏ
「０
∽
り
いＯ
●
●
ｏ
Ｈ
Ｏ
Ｃ
Ｎ
い
いｏ、く
・い０
０
∞
・

６

０

■
『
●
く
。
・ｐ
『
言
Ｆ
Ｌ
ト
デ

い
ｏ

ｏ
一

ｏ
。

０

こ

の

点

を

指

摘

す

る

も

の

と

し

て

、

「
『
ｐ
口
０
２

８

『
＞

く

国
Ｚ

Ｚ

国
ｏ
‐
口

国
”

く

・
Ｆ
ｏ

一
『
ｐ
く
Ｌ

Ｐ
，

お

日

づ
り

０
，

『
一
ぃ
３

・
∪

『
・ｏ
ｏ
ｏ
・８

０
♪

０
・ヽ

ド

柔
軟
化
と
労
働
者
保
護

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
特
徴
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
労
働
時
間
が
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
の
労
働
時
間
よ
り
も
短
い
こ
と
に
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
時
制
の
定
義
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
と
み
な
さ
れ
る
労
働
時
間
お
よ
び
そ
の
労
働
時
間
の
算
定
基
礎

期
間
に
よ
っ
て
異
な
る
。

一
九
八
二
年
二
月
一
一六
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス

（以
下

「
八
二
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
」
と
省
略
）
は
、
「
そ
の
労
働
時
間
が
法
定
労
働
時
間
ま

た
は
協
約
の
定
め
る
労
働
時
間
を
五
分
の
一
以
上
下
回
る
労
働
時
制
」
を
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
時
制
と
レ
、
「
そ
の
月
労
働
時
間
が

一
か
月

あ
た
り
の
法
定
労
働
時
間
ま
た
は
協
約
の
定
め
る
労
働
時
間
を
五
分
の
一
以
上
下
回
る
労
働
者
」
を
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
と
定
義
し
か
。

す
な
わ
ち
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
時
制
と
は
、
そ
の
労
働
時
間
が
、
法
定
ま
た
は
協
約
の
定
め
る
労
働
時
間
を
そ
の
五
分
の
一
以
上
下
回
る

時
制
で
あ
り
、
そ
の
算
定
基
礎
期
間
は
週
ま
た
は
月
で
ぁ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、　
一
九
九
二
年

一
一
一月
二
〇
日
の
五
か
年
法

含
２

Ｅ

屋̈
ｇ
目
ｐ
］】ｏ詢

（以
下

「
九
二
年
五
か
年
法
」
と
省
略
）
は
、

五



パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
時
間
の
算
定
基
礎
期
間
を
拡
大
し
て
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
定
義
を
拡
大
し
、
そ
の
労
働
時
制
を
多
様
化
し
た
（１
）。

他
方
、
九
二
年
五
か
年
法
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
導
入
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
の
締
結
と
形
式
、
お
よ
び
、
そ
の
労
働
時
間
に

関
す
る
規
制
を
、
基
本
的
枠
組
み
は
維
持
し
た
も
の
の
一
部
緩
和
し
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
柔
軟
化
と
そ
の
発
展
を
図
っ
た
（
２
）。

１
　
労
働
時
制
の
多
様
化

九
二
年
五
か
年
法
に
よ
る
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
時
制
の
多
様
化
と
し
て
は
、
次
の
二
点
が
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム

労
働
の
一
般
的
定
義
の
拡
大
に
よ
る
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
時
制
の
年
単
位
化

↑
Ｅ
ｃ
ｐ
】】８
一い８
）
（Ａ
）、
お
よ
び
、
段
階
的
早
期
引
退

制
度
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
時
制
の
数
年
単
位
化

θ
中日

ｐ̈
●
●
“
ｏ
中̈
８

い゙ｏ
じ

（
Ｂ
）
で
あ
る
。

Ａ
　
年
単
位
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
時
制

前
述
の
よ
う
に
、
九
二
年
五
か
年
法
以
前
は
、
二
つ
の
タ
イ
プ
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
時
制
し
か
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

週
単
位
お
よ
び
月
単
位
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
時
制
で
あ
る
。
他
方
、
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
」
は
、
労
働
す
る
期
間
と
労
働
し
な
い
期
間

が
交
互
に
繰
り
返
さ
れ
る
形
態
の
労
働
で
あ
る

「間
歌
的
労
働

（一３
く

，
日
〓
一ｏ『日
ぃけ一８
け】
」
と
は
、
区
別
さ
れ
て
い
た
。

九
二
年
五
か
年
法
は
、
新
た
に
年
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
を
導
入
し
、
他
方
、
間
歌
的
労
働
に
関
す
る
規
定
を
削
除
し
た
。
換
言
す
れ

ば
、
同
法
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
定
義
を
拡
大
し
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
と
間
歌
的
労
働
の
概
念
を
融
合
さ
せ
た
の
で
あ
る＜
。
し
か
し

な
が
ら
、
後
に
見
る
よ
う
に
、
年
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
と
間
歌
的
労
働
と
の
間
に
は
重
要
な
相
違
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
九
二
年
五
か
年
法
以
降
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
に
は
、
労
働
時
間
の
算
定
基
礎
期
間
に
よ
り
三
種
類
の
定
義
が
存
在
す
る

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五五



法
経
研
究
四
四
巻
三
号
２

九
九
五
年
）

こ
と
に
な

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
週
単
位
、
月
単
位
、
お
よ
び
、
年
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
法
律
上
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
を
定
義
す
る
に
あ
た
り
、
週
、
月
、
あ
る
い
は
、
年
あ
た
り
の
労
働
時
間
の

上
限
は
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
下
限
に
関
す
る
規
定
は
、
後
述
す
る

一
部
の
特
定
の
タ
イ
プ
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
を
除
き
、
存
在
し
な
い

こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
定
義
に
適
用
さ
れ
る
労
働
時
間
の
上
限
は
、
後
述
の
よ
う
に
算
出
さ
れ
た
時
間
の
直
近
上
位
の
時
間
数
で

あ
り
、
１
時
間
未
満
の
端
数
は
切
り
上
げ
ら
れ
る
。

六

０
　
週
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

週
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
労
働
時
制
は
、

上
定
め
ら
れ
た
労
働
時
間
を
少
な
く
と
も
五
分
の

そ
の
労
働
時
間
が
、
法
定
労
働
時
間
ま
た
は
当
該
産
業
部
門
も
し
く
は
企
業
に
つ
き
協
約

一
下
回
る
労
働
時
制
で
あ
る‐
。

Ｄ
　
月
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

月
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
労
働
者
は
、
そ
の
月
あ
た
り
の
労
働
時
間
が
、
法
定
労
働
時
間
ま
た
は
当
該
産
業
部
門
も
し
く
は
当
該
企

業
に
つ
き
協
約
の
定
め
る
労
働
時
間
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
月
あ
た
り
の
労
働
時
間
を
少
な
く
と
も
五
分
の
一
下
回
る
労
働
者

で
あ
和
ｏ

Ｏ
　
年
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

年
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
労
働
者
は
、
そ
の
労
働
期
間
と
非
労
働
期
間
が
繰
り
返
さ
れ
、
そ
の
年
労
働
時
間
が
、
法
定
労
働
時
間
ま



た
は
当
該
産
業
部
門
も
し
く
は
当
該
企
業
に
つ
き
協
約
の
定
め
る
労
働
時
間
を
適
用
し
、
法
定
休
暇
ま
た
は
協
約
の
定
め
る
休
暇
に
対
応
す

る
時
間
を
差
し
引
い
て
得
ら
れ
る
年
労
働
時
間
を
少
な
く
と
も
五
分
の
一
下
回
る
労
働
者
で
あ
和
。

こ
の
新
た
な
形
式
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
は
、
以
下
の
点
で
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第

一
に
、　
一
年
の
間
に
、
労
働
期
間
と
非

労
働
期
間
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
間
歌
的
労
働
の
本
質
的
特
徴
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
第
二
に
、
年
労
働
時
間
が
、
法

定
労
働
時
間
ま
た
は
協
約
の
定
め
る
労
働
時
間
を
適
用
し
て
得
ら
れ
る
年
あ
た
り
の
労
働
時
間
か
ら
法
定
休
暇
ま
た
は
協
約
の
定
め
る
休
暇

に
対
応
す
る
時
間
を
差
し
引
い
た
時
間
を
少
な
く
と
も
そ
の
五
分
の
一
下
回
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
年
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
間
歌
的
労
働
と
の
重
要
な
相
違
を
二
点
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

九
二
年
五
か
年
法
に
よ
り
削
除
さ
れ
た
労
働
法
典
Ｌ
．
一
三

二
―
四
―
八
条
に
よ
れ
ば
、
間
歌
的
労
働
契
約
は
、
恒
常
的
、
か
つ
、
そ
の

性
質
上
、
労
働
期
間
と
非
労
働
期
間
が
繰
り
返
さ
れ
る
雇
用
の
た
め
に
締
結
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
第

一
に
、
間
歌
的
労
働
契
約
は
、
そ
の
性
質
上
、
期
間
の
定
め
の
あ
る
契
約
と
は
相
入
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、

期
間
の
定
め
の
あ
る
契
約
は
、
通
常
の
か
つ
恒
常
的
活
動
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
事
は
で
き
な
ｍ
の
に
対
し
、
間
歌
的
労
働
契
約
は
、

恒
常
的
雇
用
の
為
に
締
結
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
間
歌
的
労
働
契
約
は
期
間
の
定
め
の
な
い
契
約
と
し
て

締
結
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
年
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
定
義
は
、
恒
常
的
雇
用
に
関
す
る
要
件
を
削
除
し
た
。
す
な
わ
ち
、
新
た
な
年
単
位
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
は
、
期
間
の
定
め
の
あ
る
契
約
と
し
て
締
結
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
間
歌
的
労
働
契
約
は
、
そ
の
性
質
上
、
労
働
期
間
と
非
労
働
期
間
を
繰
り
返
す
雇
用
の
た
め
に
締
結
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。し

か
し
な
が
ら
、
年
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
定
義
は
、
雇
用
の
性
質
に
関
す
る
要
件
を
削
除
し
た
。
す
な
わ
ち
、
全
て
の
雇
用
が
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三七



法
経
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四
四
巻
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（
一
九
九
五
年
）

年
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
と
し
て
な
さ
れ
う
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
労
働
者
が
、
年
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
を
行
う
場
合
、
労
働
契
約
に
お
い
て
は
、
月
給
化
さ
れ
た
報
酬
の
計
算
方
法
が
規
定
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
報
酬
は
、
年
間
総
報
酬
額
の
各
月
へ
の
均
等
配
分
、
す
な
わ
ち
、
当
該
月
の
現
実
に
履
行
さ
れ
た

労
働
時
関
数
に
関
わ
ら
ず
、
毎
月
同

一
額
の
報
酬
を
労
働
者
に
支
払
う
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
、
当
該
月
に
現
実
に
履
行
さ
れ
た
労
働
時
間

に
つ
い
て
報
酬
を
支
払
う
と
い
う
月
払
い
原
則
の
例
外
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

①
以
下
、
本
稿
の
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
以
下
の
文
献
等
を
参
考
に
し
た
。
「
国
＞
”
↓
口
国
Ｆ
Ｕ
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く
。
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∽
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∽
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一
九
九
五
年
）

⑩
ｏ
・゙
『
ｐ
く
〓

ｍ
ｏ
・゙
『●
Ｆ
・

ｍ
ｏ
・一『
●
Ｆ
・

０
９
■
●
く
〓

囲
９
寸
”
く
〓

Ｂ
　
数
年
単
位
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

九
二
年
五
か
年
法

（
四
三
条
Ⅳ
）、　
一
九
九
四
年
二
月
二

一
日
の
雇
用
全
国
基
金
の
段
階
的
早
期
退
職
手
当
に
関
す
る
デ
ク
四
、
お
よ
び
ヽ

一
九
二
年

一
二
月
二
〇
日
の
ア
′
卿
鑑
ゞ

段
階
的
早
期
引
退
制
帥
に
お
い
て
、
別
の
新
た
な
形
式
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
を
創
講
し
た
。

す
な
わ
ち
、
数
年
単
位
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約

↑
ｏ
ユ
８
一
８

オ
ｐ
く

，
〓
”
庁
日
覇

ｕ
闘
”ぃＲ
■
日
いｐ
ロ
ロ
“
”
】い８
）
で
あ
る
。

同
契
約
に
お
い
て
は
、
段
階
的
早
期
引
退
の
過
程
に
あ
る
労
働
者
の
労
働
時
間
は
、
当
該
労
働
者
が
段
階
的
早
期
引
退
手
当
を
受
給
中
の

数
年
間
、
全
期
間
を
通
じ
て
そ
の
平
均
労
働
時
間
が
以
前
の
フ
ル
タ
イ
ム
の
労
働
時
間
の
五
〇
％
で
あ
れ
ば
、
年
の
労
働
時
間
数
を
、
以
前

の
フ
ル
タ
イ
ム
の
年
間
労
働
時
間
数
の
二
〇
％
か
ら
八
〇
％
の
間
で
、
各
年
異
な
っ
て
決
定
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
和
。
同
パ
ー
ト
タ
イ
ム

労
働
の
最
大
算
定
基
礎
期
間
は
五
年
で
あ
る
。

同
時
制
に
お
い
て
は
、
各
年
に
つ
き
、
後
述

（
２
）
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
労
働
時
間
に
関
す
る

一
般
的
規
制
が
適
用
さ
れ
る
。

な
お
、
数
年
単
位
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
場
合
、
年
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
場
合
と
同
様
、
段
階
的
早
期
引
退
者
の
総
収
入
額

（賃

金
プ
ラ
ス
段
階
的
早
期
引
退
手
当
）
は
、
現
実
に
履
行
さ
れ
る
労
働
時
間
と
は
無
関
係
に
、
各
月
に
均
等
配
分
さ
れ
和
。

六



一問
』
。Ｏ
・Ｏ
ｃ
ＮＮ
畳
一ｐ
●０
い瑣
Ｘ
・

⑩
，

９
ヽ
“
〓

ヽ
８
・８
８
・

帥
こ
れ
ら
条
文
の
具
体
的
説
明
に
つ
い
て
は
、
０
い澪
ｂ
∪
ｕ
口
Ｒ
＼
器

一
ｃ
Ｓ

ｐ
ｏ
Ｆ

８
８
〓
い
０」
り
。りｏ
ｏ
ｌ
∪
や

Ｚ
．
ざ
８

一
ｃ
け
ヽ
８
■
ｏ日
σ
お

８
Ｒ
。
参
照
。

⑩
同
制
度
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
後
述
二
の
２
の
Ｂ
参
照
。

Ｏ
ｏ
。■
●
く
〓
ｐ
ユ
・コ
あ
Ｎ甲
ド
ロ
ｂ
Ｐお
。

０
９

『゙ｐ
く
〓
ｐ
言ヽ
”
・Ｓ
Ｎ‐ド
ロ
・２
¨

２
　
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
枠
組
み

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
労
働
者
の
選
択
の
自
由
の
保
障
と
労
働
条
件
保
護
の
た
め
、
企
業
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
時
制
の
実
施
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
の
締
結
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
の
形
式
、
お
よ
び
、
労
働
時
間
に
つ
き
、
特
別
な
規
制
を
行

っ
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
九
二
年
五
か
年
法
は
、
こ
れ
ら
の
規
制
に
つ
き
、
そ
の
枠
組
は
基
本
的
に
維
持
し
た
も
の
の
、
こ
れ
を

一
定
緩
和
し
、
柔
軟

化
を
よ
り
促
進
し
た
。

以
下
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
時
制
の．導
入

（
Ａ
）
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
の
締
結

ｏ
更
改

（
Ｂ
）、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
の
形
式

（
Ｃ
）、
お
よ
び
、
労
働
時
間

（
Ｄ
）
に
つ
い
て
、
こ
れ
に
関
す
る
規
整
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

Ａ
　
企
業
へ
の
導
入

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
の
展
開

六



杢

法
経
研
究
四
四
巻
三
号
２

九
九
五
年
）

―
ト
タ
イ
ム
労
働
時
制
は
、
使
用
者
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
父
１
））、
お
よ
び
、
労
働
者
の
請
求
父
２
し
に
よ
り
、
実
施
す
る
こ
と
が
で
き

（１
）

使
用
者
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
に
よ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
時
制
の
導
入

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
時
制
は
、
使
用
者
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
に
よ
り
自
由
に
当
該
企
業
に
お
い
て
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
ゎ
。
使
用
者
は
、

自
由
に
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
ポ
ス
ト
を
創
設
し
、
同
ポ
ス
ト
の
数
、
そ
の
労
働
時
間
等
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
立
法
者

は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
実
施
が
重
大
か
つ
長
期
間
に
わ
た
る
不
均
衡
を
引
き
起
こ
す
恐
れ
の
あ
る
産
業
部
門
あ
る
い
は
職
業
に
お
い
て

は
、
使
用
者
お
よ
び
労
働
者
組
織
へ
の
諮
問
の
後
、
デ
ク
レ
に
よ
り
そ
の
制
限
を
定
め
る
可
能
性
を
残
し
て
い
和
。

九
二
年
五
か
年
法
以
前
、
間
歌
的
労
働
の
実
施
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

（当
時
は
週
単
位
お
よ
び
月
単
位
の
み
）
の
実
施
と
は
異
な
る

規
制
に
服
し
、
そ
の
要
件
と
し
て
、
間
歌
的
労
働
を
行
う
雇
用
を
特
定
し
、
最
低
保
障
を
定
め
る
、
拡
張
さ
れ
た
労
働
協
約
・
協
定
ま
た
は

企
業
も
し
く
は
事
業
場
協
定
の
締
結
が
必
要
と
さ
れ
て
い
か
。

し
か
し
な
が
ら
、
九
二
年
五
か
年
法
は
、
年
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
こ
の
協
約

・
協
定
の
締
結
を
要
件
か
ら
除

外
し
、
そ
の
導
入
を
容
易
に
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
企
業
に
お
け
る
全
て
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
時
制
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
二
つ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
み
が

存
在
す
る
。

０
　
事
前
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

企
業
に
お
い
て
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
時
制
を
導
入
す
る
場
合
は
、
必
ず
事
前
に
企
業
委
員
会

（８
ョ
】志

ヽ
．８
け『Φｏ
弓」り０粕
ま
た
は
こ
れ

る●
0 

パ



が
な
い
場
合
は
、
従
業
員
代
表
委
員

（８
】３
８

一
“
零
『りｏ
●
８
】「
の
意
見
を
聴
取
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
意
見
は
使
用
者

を
拘
束
す
る
も
の
で
は
な
い
。
同
意
見
は
、　
一
五
日
以
内
に
労
働
監
督
官

含
〓
零
ｏ一８
『
ヽ
‘
一８
く
ｐいじ

に
送
付
さ
れ
和
。
し
た
が
つ
て
ヽ

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
時
制
の
導
入
に
は
、
組
合
の
同
意

（協
約

・
協
定
の
締
結
）
も
従
業
員
代
表
の
同
意
も
必
要
で
は
な
い
。

従
業
員
代
表
が
存
在
し
な
い
企
業

（従
業
員

一
一
人
未
満
の
企
業
）
に
お
い
て
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
時
制
は
、
労
働
監
督
官
へ
の
通

知
の
後
、
実
施
さ
れ
う
和
。

ω
　
事
後
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
実
施
に
対
す
る
事
後
の
規
制
と
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

第

一
に
、
企
業
長

↑
Ｆ
「
ヽ
．８

『゙ｏ「
ぃＯｅ

は
、
少
な
く
と
も
年
に
一
回
、
企
業
委
員
会
、
ま
た
は
こ
れ
が
な
い
場
合
は
、
従
業
員
代
表

委
員
に
対
し
、
当
該
企
業
で
行
わ
れ
て
い
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
に
つ
い
て
の
報
告
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
報
告
は
、
当
該
企
業

の
組
合
代
表
に
も
通
知
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

同
報
告
は
、
特
に
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
数
、
性
、
格
付
け
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、

一
九
九
二
年

一
二
月
二

一
日
の
法
律
以
後
、
実
施
さ
れ
て
い
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
時
制
と
使
用
者
保
険
料
免
除
制
度
の
対
象
と
な
り
う
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契

約
の
数
も
同
報
告
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

第
二
に
、
同
報
告
を
協
議
す
る
場
に
お
い
て
、
企
業
長
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
へ
の
転
換
を
拒
否
し
た
事
例
、

あ
る
い
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
へ
の
転
換
を
拒
否
し
た
事
例
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
理
由
を
説
明
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
の
展
開
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（
２
）

労
働
者
の
請
求
に
よ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
導
入

一
九
九
二
年

一
月
二
日
の
法
律
は
、
企
業
長
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
に
よ
る
だ
け
で
な
く
、
労
働
者
の
要
求
に
よ
る
企
業

へ
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム

労
働
時
制
の
導
入
の
可
能
性
を
規
定
し
た
。
こ
の
結
果
、
労
働
者
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換
を
要
求
す
る

一
般
的
可
能
性
を
得
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
同
法
律
は
、
労
働
者
の
請
求
に
よ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
導
入
の
要
件
は
、
拡
張
適
用
さ
れ
る
部
門
別
労
働
協
約
ま
た

は
協
定
に
よ
り
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
「
。
こ
の
よ
う
に
、
拡
張
適
用
さ
れ
る
部
門
別
労
働
協
約
ま
た
は
協
定
に
よ
る
枠
組
み

が
要
求
さ
れ
る
の
は
、
労
働
者
の
要
求
に
よ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
導
入
に
つ
い
て
、
同

一
部
門
に
お
け
る
各
企
業
の
条
件
を
統

一
し
、
不

平
等
な
状
態
の
現
出
を
防
ぐ
た
め
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

同
協
約

・
協
定
は
、
以
下
の
条
項
を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
ぃ
。
す
な
わ
ち
、
第

一
に
、
労
働
者
が
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
を
享
受
し
う

る
条
件
、
第
二
に
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働

へ
の
転
換
を
希
望
す
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
あ
る
い
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換
を
希
望
す

る
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
が
、
そ
の
職
業
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
雇
用
あ
る
い
は
同
等
の
雇
用
へ
の
優
先
権
を
享
受
す
る
要
件
、
第
二
に
、
申
請
の
手

続
、
そ
し
て
、
第
四
に
、
使
用
者
が
労
働
者
の
要
求
を
拒
否
で
き
る
理
由
、
そ
の
拒
否
の
通
知
手
続
、
お
よ
び
、
同
拒
否
に
対
し
て
労
働
者

の
意
義
申
し
立
て
が
あ
っ
た
場
合
の
解
釈
と
和
解
手
続
、
で
あ
和
。

鋤
９
一８
く
。・”
『゙
い
。図
Ｎふ
‥Ｎ
・ユ
ト

の
０
一『”
く
。・ｐ
『一ぃ
・障
Ｎふ
‐Ｎ
・ュ
■

０
９

３゙
く
。・ミ
一い
。Ｎいヽ
ふ
‐一
・２
ヽ

Ｏ
ｏ
・寸
ｐ
く
〓
，
コ
ｏお
５

，
諄
・Ｆ
ヽ
い、ふ
あ
・

０
企
業
委
員
会
は
、
従
業
員
五
〇
入
以
上
の
企
業
に
お
い
て
設
置
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る

（９
一３
く
。・Ｒ
一い
。お
い‐い。Ｌ
卜
）
法
定
従
業
員
代
表
組
織
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で
あ
る
。

０
従
業
員
代
表
委
員
は
、
従
業
員

一
一
人
以
上
の
企
業
に
設
置
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る

（９
〓
ｐ
く
。ｂ
諄
い
・お
い‐い
。陛
Ｌ
し

法
定
従
業
員
代
表
で
あ
る
。

∽
ｏ
・寸
”
Ｆ
Ъ
ユ
・Ｆ
。Ｎ
いや
や
Ｎ
巴
ｂ
。

０
９

８゙
く
。・●
ユ
ト
・Ｎ
いＮ
卜
Ｎ
巴
ト

の
９
一８
く
。・”
『一い
。Ｎ
に
卜
●
２
¨

０
９
一『
ｐ
く
。・”
『゙
卜
・障
Ｎ
ふ
‐Ｎ
・ユ
■

鋤
ｏ
・オ
ｐ
Ｆ
ｂ
諄
。Ｆ
ヽ
馬
ふ
占
ｂ
一ヽ

・

一〇
０
守

，
∪
”
↓

Ｚ
。
∞
＼
ｏ
い
０
“
∞
ｐ
く

，
いｏ
ｏ
Ｆ

く
。Ｆ
Ｏ
”
け
あ
ｏ

，

Ｚ
。
ｏＯＮｏ
一
“
【Ｏ
」“
い●
い００
Ｆ

Ｏ
ｏ
卜
『
“
Ｆ
・”
『Ｆ
Ｆ
ヽ
いＮ
‐卜
，ｐ
ｐ
】ヽ

・

０
こ
の
他
、
前
記
通
達

（ｏ
い８
・Ｕ
脚
↓

Ｚ
．
ぐ
お
い
ヽ
“
∞
●
１
・８
８
し

は
、
規
定
が
望
ま
し
い
条
項
に
つ
い
て
詳
細
に
規
定
し
て
い
る
。

Ｂ
　
労
働
契
約
の
締
結

ｏ
更
改

労
働
契
約
の
締
結
に
お
い
て
特
に
問
題
と
な
る
の
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
は
使
用
者
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換
の
提
案
を
拒
否

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
父
１
し
、
あ
る
い
は
逆
に
、
労
働
者
は
使
用
者
に
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換

・
復
帰

（あ
る
い
は
パ
ー
ト
タ
イ

ム
労
働
か
ら
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換

・
復
帰
）
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
父
２
と
、
で
あ
る
。

（１
）

労
働
者
の
拒
否
の
自
由

使
用
者
の
発
意
に
よ
リ
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
を
実
施
す
る
場
合
、
契
約
締
結

（更
改
）
自
由
の
原
則
に
よ
り
、
労
働
者
が
パ
ー
ト
タ
イ

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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六六

ム
労
働
へ
の
転
換
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
い
わ
ば
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
労
働
法
典
に
お
い
て
は
、
労
働
者
保
護
の

た
め
、
こ
の
労
働
者
の
拒
否
の
自
由
を
明
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、
使
用
者
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
か
ら
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換
を
、

労
働
者
に
対
し
て
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換
の
拒
否
は
、
解
雇
の
正
当
な
理
由
や

有
責
行
為

含
目
一し

を
構
成
し
な
い
と
定
め
た
の
で
あ
る．
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
労
働
者
の
拒
否
の
自
由
が
現
実
的
な
も
の
で
あ
る
か
は
疑
わ
し
ぃ
。
企
業
が
経
済
的
に
困
難
な
状
態
に
あ
る
場
合
、

使
用
者
は
、
経
済
的
理
由
に
よ
る
解
雇
を
回
避
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
を
提
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
も

し
労
働
者
が
そ
の
提
案
を
拒
否
す
れ
ば
、
当
該
労
働
者
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換
を
拒
否
し
た
か
ら
で
は
な
く
、
企
業
の
状
態
が

雇
用
の
削
減
を
必
要
と
す
る
と
の
理
由
に
よ
り
解
雇
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。

（
２
）

パ
ー
ト
タ
イ
ム

（
フ
ル
タ
イ
ム
）
労
働
へ
の
転
換
の
権
利

そ
れ
で
は
、
前
述
の
拡
張
適
用
さ
れ
る
産
業
部
門
別
労
働
協
約
・
協
定
が
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換

・
復
帰
の
権
利

（あ
る
い
は

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
か
ら
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
へ
転
換

・
復
帰
す
る
権
利
）
を
規
定
す
る
場
合
以
外
に
、
労
働
者
は
、
同
転
換

・
復
帰
を
請
求

す
る
権
利
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

０
　
家
族
的
理
由
に
基
づ
く
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換
お
よ
び
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
へ
の
復
帰

後
述
す
る
よ
う
に
、
労
働
者
は
、
子
を
養
育
す
る
目
的
で
、
あ
る
い
は
、
子
が
重
大
な
疾
病
等
を
有
し
て
い
る
場
合
、
所
定
要
件
を
充
足

す
れ
ば
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
に
転
換
す
る
権
利
を
有
す
る
。
ま
た
、）
同
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換
期
間
終
了
後
、
当
該
労
働
者
は
、

以
前
の
雇
用
ま
た
は
類
似
の
雇
用
を
同
等
の
報
酬
と
共
に
保
障
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
家
族
的
理
由
に
基
づ
く
場
合
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム



労
働

へ
の
転
換
お
よ
び
フ
ル
タ
イ
ム
労
働

へ
の
復
帰
は
保
障
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
使
用
者
は
、
異
な
る
定
め
の
な
い
限
り
、
労
働
者
の
提
案
を
自
由
に
拒
否
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

リ
　
パ
ー
ト
タ
イ
ム

（
フ
ル
タ
イ
ム
）
労
働
へ
の
転
換
の
優
先
権

し
か
し
な
が
ら
、
労
働
者
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

（あ
る
い
は
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
）
へ
の
転
換
に
関
す
る
優
先
権
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換
を
希
望
す
る
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
、
あ
る
い
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換
を
希
望
す
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム

労
働
者
は
、
当
該
事
業
場
内
、
あ
る
い
は
、
当
該
企
業
内
で
、
そ
の
職
業
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
雇
用
ま
た
は
同
等
の
雇
用
を
与
え
ら
れ
る
優
先
権

を
持

つ
の
で
あ
る
。
使
用
者
は
、
そ
の
雇
用
転
換
へ
の
希
望
を
表
明
し
た
労
働
者
に
対
し
、
対
応
す
る
空
き
ポ
ス
ト
の
リ
ス
ト
を
示
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

前
述
の
よ
う
に
、
企
業
長
は
、
少
な
く
と
も
年
に

一
回
、
企
業
委
員
会
、
ま
た
は
こ
れ
が
な
い
場
合
は
、
従
業
員
代
表
委
員
に
対
し
、
当

該
企
業
で
行
わ
れ
て
い
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
に
つ
い
て
の
報
告
書
を
提
出
す
る
が
、
そ
の
際
、
労
働
者
の
時
制
変
更
の
請
求
を
拒
否
し
た

場
合
は
そ
の
理
由
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

∞
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０
９
寸
ｐ
く
。ｂ
諄
い
。馬
Ｎ
‐器
‐”

ω
９
一『
ｐ
く
。・ｐ
『一卜
・ド
Ｎ
ふ
‐９

０
ｏ
■
『
ｐ
Ｆ

ｐ̈
『Ｆ
Ｆ
ヽ
いゃ
卜
ふ

ｐ
］お
・

Ｃ
　
労
働
契
約
の
形
式

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
に
つ
い
て
は
、
立
法
者
は
、
以
下
の
よ
う
な

一
定
の
形
式
の
遵
守
を
要
求
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
書
面
に
よ

る
契
約
（０
）、　
一
定
の
義
務
的
記
載
事
項
（ω
）、
お
よ
び
、
特
別
の
記
載
事
項
（０
）
で
あ
る
。

０
　
書
面
に
よ
る
契
約

一
九
八
二
年
二
月
一
一六
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
は
、
最
初
の
契
約
あ
る
い
は
当
初
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
契
約
で

あ
っ
た
契
約
が
更
改
さ
れ
て
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
に
な
っ
た
と
き
は
、
期
間
の
定
め
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
書
面
に
よ
り
作
成
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。

書
面
に
よ
る
契
約
の
不
存
在
は
、
破
毀
院
の
判
断
に
よ
れ
ば
、
単
に
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
契
約
で
あ
る
と
の
推
定
を
受
け
る
だ
け
で
、
使
用

者
は
そ
の
反
証
が
可
能
で
あ
夕
。

し
か
し
な
が
ら
、
期
間
の
定
め
の
あ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
よ
る
契
約
が
な
け
れ
ば
、
同
契
約
は
、
反
証
を

許
さ
ず
、
期
間
の
定
め
の
な
い
契
約
と
み
な
さ
れ
和
。

ω
　
義
務
的
記
載
事
項

六



パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
に
は
、　
一
定
の
事
項
、
す
な
わ
ち
、
当
該
労
働
者
の
格
付
け

（ｏ
ｃ
●
］い「̈
８
゛̈
ｏ
し
、
そ
の
報
酬
の
要
素
、
そ
し

て
、
当
該
労
働
者
が
年
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
に
従
事
し
て
い
る
と
き
は
、
月
額
化
さ
れ
る
報
酬
の
計
算
方
法
、
が
記
載
さ
れ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の
記
載
事
項
は
、
当
該
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
が
、
そ
の
労
働
時
間
に
よ
り
、
格
付
け
が
同
じ
で
同
等
の
職
に
従
事
し
て
い
る
フ

ル
タ
イ
ム
労
働
者
の
報
酬
に
比
例
し
た
報
酬
を
受
け
取
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
そ
の
算
定
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
労
働
時
間
に
つ
い
て
、
週
単
位
お
よ
び
月
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
に
は
、
週
ま
た
は
月
あ
た
り
の
労
働
時
間
、
週
に
お

け
る
各
日
の
労
働
時
間
配
分
ま
た
は
月
に
お
け
る
各
週
の
労
働
時
間
配
分
、
同
配
分
方
法
の
変
更
条
件
、
所
定
外
労
働
時
間
の
上
限
を
記
載

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
年
単
位
労
働
契
約
に
は
、
年
に
お
け
る
労
働
期
間
と
非
労
働
期
間
、
労
働
期
間
内
に
お
け
る
労
働
時
間
の
配
分
、
同
配
分
の
変
更

条
件
、
所
定
外
労
働
時
間
の
上
限
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
ぃ
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
該
労
働
の
性
質
上
、
労
働
期
間
と
そ
の
期
間
内
で

の
労
働
時
間
配
分
を
正
確
に
規
定
で
き
な
い
と
き
は
、
契
約
に
お
い
て
は
、
使
用
者
が
七
日
の
予
告
期
間
を
も
っ
て
労
働
者
を
呼
び
出
す
こ

と
の
で
き
る
期
間
の
み
を
規
定
す
れ
ば
よ
い
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
規
定
の
許
容
は
、
使
用
者
に
と
っ
て
は
非
常
に
柔
軟
な
労
働
時
間
編

成
を
可
能
に
す
る
が
、
労
働
者
に
と
っ
て
は
不
安
定
で
曖
昧
な
労
働
条
件
の
下
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

０
　
特
別
の
記
載
事
項

さ
ら
に
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
使
用
者
が
、
社
会
保
障
の
使
用
者
負
担
保
険
料
の
部
分
的
免
除
を
享
受
す
る
た
め
に
は
、
当
該
労
働
契

約
に
は
、
前
述
の
記
載
事
項
に
加
え
て
、　
一
定
の
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
ぃ
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
の
展
開
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九
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０
９

『゙
ｐ
く
。・弩
一い
。Ｎ
馬
卜
”
巴
ト

Ｏ
ｏ
ｏ
３
・ｏ
ｏ
ｏ
・〓

日
３

８
鶴
・
ロ
ニ
Ｈ・ｏ
いメ
く

目
。
８
が

０
９

■゙
●
く
。いＲ
一い
。」ミ
‐ω
‐ド
・ュ
ト

０
９
一■
ｐ
く
。・Ｒ
一い
。ド
Ｎ
ふ
‐ω
。２
ト

Ｏ
ｏ
。寸
ｐ
Ｆ
ｂ
ユ
・Ｆ
ヽ
に
よ
お
ｂ
Ｈあ
ヽ
Ъ
一
９

ｍ
ｏ
卜
”
ｐ
く
。・ｐ
『言
Ｆ
・Ｎ
ぃＮ
‐卜
‐ω
・ｐ
ｒ
ｕ

ｍ
三
の
２
の
Ｂ
参
照
。

Ｄ
　
労
働
時
間

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
の
労
働
時
間
に
つ
い
て
は
、
そ
の
労
働
時
間
の
長
さ

含
日
９

ヽ
‘
オ
”
く

，
一じ

父
１
と
、
お
よ
び
、
労
働
時
間

の
配
分
方
法

（■０
弩
け̈
一̈
ｏ
●
ヽ
“

ｏ゙日
毬
）
父
２
と

に
つ
き
、
特
別
の
規
制
が
行
わ
れ
て
い
る
。

（
１
）

労
働
時
間
の
長
さ

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
の
労
働
時
間
に
つ
い
て
は
、
契
約
上
定
め
ら
れ
た
労
働
時
間

含
日
８

ヽ
“
け『署
ｐ
〓
「
？
５

８

８
ュ
日
一
３

一８
く
ｐ
】］）
（所
定
労
働
時
間
）
（０
）、
追
加
労
働
時
間

（ぎ
日
８

８
日
●
中ｏ、日
０口
言
ぃ『ｏし

（所
定
外
労
働
時
間
）
（
ω
）、
超
過
労
働
時
間

（ぎ
日
８

８
●
●
】ｏ日
８
ご

『̈ｏじ

（法
定
外
労
働
時
間
）
（０
）
に
つ
い
て
特
別
の
規
制
が
存
在
す
る
。

０
　
契
約
上
定
め
ら
れ
た
労
働
時
間

（所
定
労
働
時
間
）

七



そ
の
定
義
に
よ
り
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
上
定
め
ら
れ
た
労
働
時
間
は
、
以
下
の
よ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
①
週

単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
の
場
合
は
、
週
労
働
時
間
が
法
定
労
働
時
間
ま
た
は
当
該
部
門
も
し
く
は
企
業
に
つ
き
協
約
の
定
め
る
労
働

時
間
よ
り
少
な
く
と
も
そ
の
五
分
の
一
少
な
い
こ
と
、
②
月
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
の
場
合
は
、
月
あ
た
り
の
労
働
時
間
が
、
法
定

労
働
時
間
ま
た
は
当
該
部
門
も
し
く
は
企
業
に
つ
き
協
約
の
定
め
る
労
働
時
間
を
同
時
期
に
適
用
し
て
得
ら
れ
る
時
間
よ
り
少
な
く
と
も
そ

の
五
分
の
一
少
な
い
こ
と
、
③
年
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
の
場
合
は
、
年
労
働
時
間
が
、
法
定
労
働
時
間
ま
た
は
当
該
部
門
も
し
く

は
企
業
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
労
働
時
間
を
同
時
期
に
適
用
し
て
得
ら
れ
る
時
間
か
ら
法
定
休
暇
ま
た
は
協
約
の
定
め
る
休
暇
に
対
応
す
る
時

間
を
差
し
引
い
た
時
間
よ
り
少
な
く
と
も
そ
の
五
分
の
一
少
な
い
こ
と
、
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
立
法
者
は
、
最
低
労
働
時
間
に
つ
い
て
は
定
め
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
労
働
協
約
は
、
最
低
労
働
時
間
を
定
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

ω
　
追
加
労
働
時
間

（所
定
外
労
働
時
間
）

追
加
労
働
時
間
は
、
契
約
上
定
め
ら
れ
た
労
働
時
間
を
超
え
て
な
さ
れ
る
労
働
時
間
で
あ
る
。
法
定
労
働
時
間
を
超
え
て
な
さ
れ
る
超
過

労
働
時
間
と
は
異
な
り
、
労
働
基
準
監
督
官
へ
の
い
か
な
る
通
知
、
許
可
も
必
要
と
せ
ず
、
ま
た
、
異
な
る
定
め
の
な
い
限
り
、
労
働
法
典

Ｌ
．
一
三

二
―
五
条
に
規
定
さ
れ
た
割
増
賃
金
の
対
象
と
は
な
ら
な
ぃ
。

契
約
上
定
め
ら
れ
た
労
働
時
間

（所
定
労
働
時
間
）
は
、
基
礎
的
な
時
間

（ｒ
Ｒ
ｐ
』８

８

げ
３
８

で
あ
り
、
固
定
的
な
要
素
で
あ
る
が
、

追
加
労
働
時
間
は
、
補
完
的
な
時
間

↑
９
ｐ
『̈８

８
日
０
中ｏ、日
８
ご

『̈し

で
あ
り
、
同
時
間
に
労
働
者
を
働
か
せ
る
か
否
か
は
、
企
業
の
必

要
に
よ
り
使
用
者
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
追
加
労
働
時
間
に
労
働
が
行
わ
れ
た
場
合
、
使
用
者
は
、
割
増
し
で
は
な
く
通
常
の
賃
率

で
、
そ
の
時
間
に
対
す
る
報
酬
を
支
払
い
、
労
働
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
使
用
者
は
い
か
な
る
補
償
手
当
も
支
払
う
必
要
が
な
い
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
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七
二

追
加
労
働
時
間
は
、
使
用
者
に
と
っ
て
非
常
に
有
利
な
柔
軟
性
を
保
障
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
使
用
者
は
追
加
的
な
労
働
を
こ
れ
に
よ
り
得

る
こ
と
が
で
き

（追
加
労
働
時
間
の
労
働
の
拒
否
は

「有
責
行
為
（旨
諄
ｏと

と
な
る
）、
ま
た
、
追
加
労
働
時
間
を
利
用
し
な
く
て
も
、
賃

金
補
償
等
い
か
な
る
義
務
も
労
働
者
に
た
い
し
て
負
わ
な
い
か
ら
で
あ
る

∩
部
分
的
失
業
（ｏ３
日

，
電

Ｏ
Ｒ

ぃ゙０］と

に
は
該
当
し
な
い
絢
。

こ
の
よ
う
な
追
加
労
働
時
間
は
、
特
に
契
約
上
定
め
ら
れ
た
労
働
時
間
の
短
い
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
と
っ
て
は
、
大
き
な
不
安
定
性

と
不
利
益
を
も
た
ら
す
お
そ
れ
が
あ
る
。

そ
こ
で
立
法
者
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
に
お
け
る
追
加
労
働
時
間
の
利
用
に
限
定
を
加
え
た
。

①
　
追
加
労
働
時
間
の
上
限

ま
ず
第

一
に
、
労
働
契
約
は
、
労
働
契
約
上
定
め
ら
れ
た
労
働
時
間
を
超
え
て
行
わ
れ
う
る
追
加
労
働
時
間
の
上
限
を
規
定
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

追
加
労
働
時
間
数
を
制
限
す
る
た
め
に
、

一
九
八
二
年
二
月
一
一六
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
は
、
週
総
労
働
時
間
を
制
限
し
た
。
す
な
わ
ち
、

追
加
労
働
時
間
に
よ
り
、
当
該
労
働
者
の
週
あ
た
り
の
実
労
働
時
間
が
法
定
労
働
時
間

（週
二
九
時
間
）
ま
た
は
協
約
上
定
め
る
労
働
時
間

に
達
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
た
。

つ
い
で
、　
一
九
九
二
年

一
二
月
二

一
日
の
法
律
は
、
追
加
労
働
時
間
の
最
大
時
間
数
を
規
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者

に
よ
り

一
週
ま
た
は

一
月
に
行
わ
れ
る
追
加
労
働
時
間
数
は
、
契
約
上
定
め
ら
れ
た
週
ま
た
は
月
の
労
働
時
間
の
一
〇
分
の
一
を
超
え
て
は

な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
に
お
け
る
追
加
労
働
時
間
は
、
第

一
に
、
週
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
で
あ
れ
月
単
位
パ
ー
ト

タ
イ
ム
労
働
で
あ
れ
、
追
加
労
働
時
間
を
含
め
た
週
実
労
働
時
間
が
法
定
労
働
時
間
ま
た
は
協
約
の
定
め
る
労
働
時
間
未
満
で
あ
る
こ
と
、

第
二
に
、
週
ま
た
は
月
の
総
追
加
労
働
時
間
数
は
週
ま
た
は
月
の
所
定
労
働
時
間
の
一
〇
分
の
一
以
下
で
あ
る
こ
と
、
と
い
う
二
重
の
規
制



を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

②
　
協
約
に
よ
る
修
正

し
か
し
な
が
ら
、
追
加
労
働
時
間
の
最
大
時
間
数
を
規
定
し
た

一
九
九
二
年

一
二
月
二
一
日
の
法
律
は
、
同
時
に
、
拡
張
適
用
さ
れ
る
部

門
別
労
働
協
約

・
協
定
が
、
追
加
労
働
時
間
の
最
大
時
間
数
を
、
契
約
上
定
め
ら
れ
た
労
働
時
間
数
の
三
分
の
一
ま
で
引
き
上
げ
る
こ
と
を

認
め
浄
。

た
だ
し
、
当
該
部
門
別
労
働
協
約

ｏ
協
定
は
、
拡
張
適
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、
①
労
働
者
の
請
求
に
よ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
実
施
要

件
、
②
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
対
す
る
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
と
同
等
の
権
利
保
障
、
特
に
昇
進
と
教
育
訓
練
に
関
す
る
平
等
取
扱
、
③
労

働
継
続
の
最
低
期
間
と

一
日
の
労
働
中
断
回
数
の
制
限
、
に
つ
い
て
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
ぃ
。

こ
の
追
加
労
働
時
間
制
度
に
つ
い
て
、
九
二
年
五
か
年
法
は
、
以
下
の
よ
う
な
修
正
を
行
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
拡
張
適
用
さ
れ
る
部
門
別

労
働
協
約

・
協
定
の
み
な
ら
ず
、
企
業
ま
た
は
事
業
場
協
定
も
、
追
加
労
働
時
間
の
最
大
時
間
数
を
、
契
約
上
定
め
ら
れ
た
労
働
時
間
数
の

三
分
の
一
ま
で
引
き
上
げ
る
こ
と
を
認
め
た
の
で
あ
が
。
こ
の
よ
う
に
、
九
二
年
五
か
年
法
は
、
追
加
労
働
時
間
の
最
大
時
間
数
を
引
き
上

げ
る
要
件
を
緩
和
し
、
そ
の
利
用
を
よ
り
柔
軟
化
し
た
と
い
え
よ
う
。

０
　
年
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
に
対
す
る
規
制

他
方
、
九
二
年
五
か
年
法
は
、
年
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
時
制
を
導
入
す
る
と
同
時
に
、
同
時
制
に
つ
い
て
も
そ
の
追
加
労
働
時
間
を

制
限
す
る
規
定
を
お
い
た
。

第

一
に
、
年
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
は
、
追
加
労
働
時
間
を
契
約
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
労
働
期
間
内
に
お
い
て
の
み
行
い
う
る
。

第
二
に
、
労
働
期
間
内
に
お
い
て
、
追
加
労
働
時
間
数
は
、
契
約
上
定
め
ら
れ
た
年
労
働
時
間
の
一
〇
分
の
一
を
同

一
年
に
超
え
て
は
な

ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
週
単
位
ま
た
は
月
単
位
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
の
場
合
と
同
様
、
所
定
の
条
御
を
充
足
す
る
拡
張
適
用
さ

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
の
展
開

七
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れ
る
部
門
別
労
働
協
約

・
協
定
ま
た
は
企
業
も
し
く
は
事
業
場
協
定
は
、
追
加
労
働
時
間
の
最
大
時
間
数
を
、
契
約
上
定
め
ら
れ
た
労
働
時

間
数
の
三
分
の
一
ま
で
引
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
和
。

０
　
労
働
者
の
拒
否

労
働
者
の
、
契
約
上
定
め
ら
れ
た
上
限
を
超
え
る
追
加
労
働
の
拒
否
に
つ
い
て
は
、　
一
九
八
二
年
二
月
一
一六
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
り
、

同
拒
否
は
有
責
行
為
も
解
雇
理
由
も
構
成
し
な
い
こ
と
が
労
働
法
典
に
明
記
さ
れ
た
。

０
　
超
過
労
働
時
間

（法
定
外
労
働
時
間
）

こ
こ
で
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
の
は
、
週
単
位
ま
た
は
月
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
は
、
超
過
労
働

（法
定
外
労
働
）
を
行
う
こ

と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
当
該
労
働
者
の
週
労
働
時
間
は
、
追
加
労
働
時
間
も
含
め
、
法
定
労
働
時
間
ま
た
は
協

約
上
定
め
ら
れ
た
労
働
時
間
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
年
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
九
二
年
五
か
年
法
は
、
超
過
労
働
を
行
う
可
能
性
を
規
定
し
か
。
し
か

し
な
が
ら
、
立
法
者
は
同
時
に
そ
の
限
界
も
規
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、
契
約
上
定
め
ら
れ
た
労
働
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
れ
る
時
間
の
最
大

数
は
、
追
加
労
働
時
間
お
よ
び
超
過
労
働
時
間
を
併
せ
、
契
約
上
定
め
ら
れ
た
年
労
働
時
間
数
の
一
〇
分
の
一
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ

し
、
所
定
の
条
印
を
充
足
す
る
拡
張
適
用
さ
れ
る
部
門
別
労
働
協
約

・
協
定
ま
た
は
企
業
も
し
く
は
事
業
場
協
定
は
、
同
最
大
時
間
数
を
、

契
約
上
定
め
ら
れ
た
労
働
時
間
数
の
三
分
の
一
ま
で
引
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
るｍ
。

な
お
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
年
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
が
超
過
労
働
時
間
を
行
っ
た
場
合
、
同
時
間
は
割
増
賃
金
の
対
象
と
な
ぃ
、

場
合
に
よ
っ
て
は
補
償
休
日

（■８
８

ｏｏ
日
電
日
３
８
し

を
付
与
さ
れ
る
。



（
２
）

労
働
時
間
の
配
分

立
法
者
は
、
特
に
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
労
働
時
間
の
配
分
に
関
し
て
、
そ
の
方
法
（０
）、
お
よ
び
、
契
約
当
事
者
に
よ
る
後
の
労
働

時
間
配
分
の
変
更
（Ｄ
）
に
つ
い
て
、
特
別
の
規
制
を
行
っ
て
い
る
。

０
　
労
働
時
間
配
分
方
法

０
　
週
単
位
お
よ
び
月
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

一
九
八
二
年
二
月
二
六
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
り
、
週
単
位
お
よ
び
月
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
所
定
労
働
時
間
の
配
分
は
、
契
約

に
よ
り
、
週
ま
た
は
月
を
単
位
と
し
て
明
確
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

週
単
位
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
場
合
、
週
に
お
け
る
各
日
へ
の
時
間
配
分
は
均
等
で
な
く
て
も
よ
い
。
た
だ
し
、
一
日
の
著
型
諸
国
は
、

法
定

一
日
最
長
労
働
時
間
で
あ
る

一
〇
時
融
を
超
え
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
各
週
そ
の
週
所
定
労
働
時
間
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま

た
、
各
週
そ
の
配
分
方
法
は
同
じ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

月
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
場
合
、
そ
の
配
分
方
法
は
よ
り
柔
軟
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
各
日
、
各
週
の
時
間
配
分
が
不
均
等
で
あ
っ

て
も
か
ま
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
．
た
だ
し
、
第

一
に
、　
一
日
の
労
働
時
間
は
法
定

一
日
最
長
労
働
時
間
を
超
え
て
は
な
ら
ず
、
第
二
に
、
各

週
の
労
働
時
間
は
、
法
定
労
働
時
間

（週
二
九
時
間
）
ま
た
は
協
約
の
定
め
る
労
働
時
間
を
超
え
て
は
な
ら
ず

（な
ぜ
な
ら
、
前
述
の
よ
う

に
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
に
お
い
て
は
、
追
加
労
働
時
間
を
含
め
た
総
労
働
時
間
が
法
定
労
働
時
間
ま
た
は
協
約
の
定
め
る
労
働
時
間
未
満

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
）、
第
二
に
、
各
月
そ
の
月
所
定
労
働
時
間
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
各
月
そ
の
配
分
方

法
は
同
じ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

０
　
年
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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年
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
所
定
労
働
時
間
配
分
に
つ
い
て
は
、
九
二
年
五
か
年
法
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
労
働
契
約
は
、
年
に
お
け

る
労
働
期
間
と
非
労
働
期
間
、
お
よ
び
、
労
働
期
間
に
お
け
る
労
働
時
間
配
分
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
当
該
労
働
の
性
質
上
、
年
に
お
け
る
労
働
期
間
と
同
期
間
内
に
お
け
る
労
働
時
間
配
分
を
特
定
で
き
な
い
場
合
は
、
契

約
は
、
七
日
間
の
予
告
期
間
を
も
っ
て
労
働
者
を
呼
び
出
す
こ
と
の
で
き
る
期
間
の
み
を
定
め
れ
ば
よ
い
。
こ
の
場
合
、
当
該
労
働
者
は
、

使
用
者
に
よ
り
提
示
さ
れ
た
労
働
期
間
お
よ
び
労
働
時
間
配
分
に
つ
き
、
年
所
定
労
働
時
間
の
枠
内
で
あ
れ
ば
二
回
、
所
定
労
働
時
間
を
超

え
る
場
合
は
四
回
ま
で
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
年
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
労
働
時
間
配
分
は
、
非
常
に
柔
軟
で
労
働
者
に
と
っ
て
は
不
安
定
な
も
の
と
い
え
よ
う
。

Ｕ
　
労
働
時
間
配
分
の
変
更

契
約
当
事
者
は
、
異
な
る
定
め
の
な
い
限
り
、
契
約
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
労
働
時
間
配
分
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
の

変
更
可
能
性
は
、
次
の
二
点
に
お
い
て
規
制
さ
れ
て
い
る
。

０
　
要
件
の
り
確
化

第

一
に
、　
一
九
八
二
年
二
月
一
一六
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
り
、
労
働
時
間
配
分
の
変
更
要
件
は
、
契
約
に
よ
り
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
¨
。０

　
事
前
の
通
知

第
二
に
、
同
じ
く
、　
一
九
八
二
年
二
月
一
一六
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
り
、
使
用
者
は
、
時
間
配
分
変
更
の
意
思
を
、
変
更
の
予
定
さ
れ

る
日
の
少
な
く
と
も
七
日
前
ま
で
に
当
該
労
働
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
法
定
予
告
期
間
は
、
使
用
者
に
よ
る
突
然
の
時
間

配
分
変
更
か
ら
労
働
者
を
保
護
す
る
た
め
規
定
さ
れ
た
。



し
か
し
な
が
ら
、　
一
九
九
二
年

一
二
月
二

一
日
の
法
律
は
、
こ
の
予
告
期
間
を
、
拡
張
適
用
さ
れ
る
部
門
別
労
働
協
約

・
協
定
に
よ
り
三

労
働
日
前
ま
で
短
縮
す
る
こ
と
を
認
め
卸
。
た
だ
し
ヽ
同
協
定
は
、
追
加
労
働
時
間
の
最
大
時
間
数
を
延
長
す
る
場
合
に
要
求
さ
れ
る
も
の

と
同
じ
要
件
を
充
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
い
で
、
九
二
年
五
か
年
法
は
、
同
予
告
期
間
の
短
縮
の
可
能
性
を
企
業
ま
た
は
事
業
場
協
約

・
協
定
に
も
認
め
鰤
。
し
た
が
つ
て
ヽ

法
は
、
年
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
に
お
い
て
柔
軟
な
労
働
時
間
編
成
を
認
め
た
だ
け
で
な
く
、
労
働
時
間
配
分
の
変
更
に
つ
い
て
も
、

り
柔
軟
な
方
向
で
改
正
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

０
　
罰
則

他
方
、　
一
九
九
二
年
二
月
二
九
日
の
デ
ク
レ
は
、
使
用
者
が

一
定
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
に
関
す
る
規
定
に
違
反
し
た
場
合
、
労
働
者

一

人
に
つ
き
第
五
段
階
の
違
反
に
相
当
す
る
罰
金

（最
高

一
万
フ
ラ
ン
）
を
刑
事
罰
と
し
て
科
す
こ
と
と
し
鰤
。

同
刑
事
制
裁
の
対
象
と
な
る
の
は
、
所
定
の
事
項

（労
働
法
典

Ｌ
．
一
三

二
―
四
―
三
条
）
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
る
契
約
を
作
成
す
る

こ
と
な
く
労
働
者
を
パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
使
用
し
た
使
用
者
、
法
定
の
上
限

（労
働
法
典
Ｌ
．
一
三

二
―
四
―
三
条
第
二
項
お
よ
び
五
項
）
を

超
え
て
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
所
定
外
労
働
を
さ
せ
た
使
用
者
、
お
よ
び
、
所
定
の
予
告
期
間

（労
働
法
典
Ｌ
．
一
三

二
―
四
―
三
条
第

一
項
お
よ
び
三
項
）
を
遵
守
せ
ず
に
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
労
働
時
間
配
分
を
変
更
し
た
使
用
者
、
で
あ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
九
二
年
五
か
年
法
は
、　
一
般
的
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
時
制
と
し
て
、
以
前
の

「
間
歌
的
労
働
」
を
よ
り
実
施
要
件
を
緩

和
し
た
形
で
年
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
時
制
と
し
て
導
入
し
、
ま
た
、
段
階
的
早
期
引
退
制
度
に
お
い
て
は
、
数
年
単
位
の
パ
ー
ト
タ
イ

ム
労
働
時
制
の
導
入
を
認
め
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
時
制
を
多
様
化

・
柔
軟
化
し
た
。

ま
た
、
同
法
は
、
年
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
時
制
の
実
施
や
契
約
、
労
働
時
間
に
関
す
る
制
度
を
整
備
し
た
ほ
か
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労

働
の
導
入
、
契
約
締
結
、
契
約
の
形
式
、
労
働
時
間
等
、
労
働
者
保
護
の
た
め
の
規
制
に
つ
い
て
、
そ
の
基
本
的
枠
組
み
は
維
持
し
た
も
の

の
、
追
加
時
間
の
最
大
時
間
数
の
修
正
や
労
働
時
間
変
更
予
告
期
間
の
短
縮
に
お
い
て
、
企
業
ま
た
は
事
業
場
協
定
に
よ
る
柔
軟
化
を
認
め

ら′」。こ
れ
ら
の
柔
軟
化
は
、
特
に
使
用
者
に
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
を
選
好
さ
せ
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
を
発
展
さ
せ
る
要
素
と
し
て
位
置
づ
け

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七九
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ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
特
に
、
年
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
時
制
の
導
入
と
こ
れ
に
関
わ
る
規
整
は
、

い
和
ｏ

第

一
に
、
年
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
は
、
労
働
者
に
と
っ
て
不
規
則
か
つ
不
利
益
な
労
働
形
態
で
あ
る
。
同
労
働
形
態
は
、　
一
年
に
お

い
て
、
集
中
的
活
動
期
間
と
不
活
動
期
間
を
含
み
、
不
活
動
期
間
に
つ
い
て
は
、
労
働
し
て
い
な
い
が
故
に
報
酬
は
支
払
わ
れ
ず

（た
だ
し

賃
金
は
均
等
に
月
額
化
さ
れ
る
が
）
失
業
者
で
は
な
い
が
故
に

（契
約
は
存
続
し
て
い
る
）
失
業
補
償
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、

法
律
上
は
最
低
労
働
時
間
の
定
め
が
な
い
の
で
、
最
低
補
償
労
働
時
間
も
存
在
し
な
い
。

第
二
に
、
年
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
は
、
労
働
時
間
編
成
の
柔
軟
性
の
高
い
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
中
で
も
柔
軟
な
形
態
で
あ
る
が
、

そ
の
導
入
に
当
た
っ
て
協
約

・
協
定
の
締
結
は
必
要
と
さ
れ
な
い
の
で
、
具
体
的
編
成
や
柔
軟
性
に
対
す
る
対
価
の
獲
得
な
ど
は
、
労
働
契

約
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
労
働
協
約

・
協
定
が
機
能
す
る
の
は
、
追
加
時
間
の
最
大
時
間
数
の
修
正
や
労
働
時
間
変
更
予
告
期
間
の

短
縮
等
、
規
制
緩
和
の
場
面
の
み
で
、
柔
軟
化
の
規
制
で
は
な
い
。

第
二
に
、
契
約
に
お
い
て
、
使
用
者
が
労
働
者
を
七
日
の
予
告
期
間
で
呼
び
出
し
う
る
期
間
の
み
が
定
め
ら
れ
る
場
合
、
そ
の
期
間
の
定

め
方
に
よ
っ
て
は

（
こ
れ
を
定
め
る
の
は
協
約
で
は
な
く
契
約
で
あ
る
）、
労
働
時
間
編
成
は
極
め
て
不
安
定
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

ｍ
『
『
ｐ
口
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オ
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＞
く
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日
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ω
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す
で
に
厳
し
い
批
判
の
対
象
と
な
っ
て



二
　
機
能
の
多
様
化

近
年
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
立
法
の
も
う

一
つ
の
大
き
な
流
れ
は
、
特
定
の
目
的
を
果
た
す
こ
と
を
期
待
さ
れ
、
か
つ
、　
一
の
２
で
述
べ
た

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
に
関
す
る

一
般
的
規
整
と
は

一
部
異
な
る
規
整
に
服
す
る
、
特
別
の
タ
イ
プ
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
の
発
展
、
換

言
す
れ
ば
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
機
能
の
多
様
化
で
あ
る
。

こ
れ
ら
特
別
の
タ
イ
プ
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
特
徴
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
労
働
時
間
の
短
さ
に
よ
り
、

多
様
な
要
求
と
課
題
を
解
決
す
る
有
効
な
手
段
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、　
一
方
で
、
労
働
者
の
職
業
生
活

と
私
生
活
の
調
和
（
１
）、
た
と
え
ば
、
家
族
的
責
任
を
有
す
る
労
働
者
の
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
の
調
和
、
あ
る
い
は
、
高
齢
者
の
職
業
生

活
か
ら
引
退
生
活
へ
の
円
滑
な
移
行
を
実
現
す
る
手
段
と
し
て
、
他
方
で
、
失
業
問
題
の
克
服
（
２
）、
た
と
え
ば
、
就
職
困
難
者
の
職
業
生

活
接
近
の
援
助
と
し
て
、
経
済
的
解
雇
を
回
避
す
る
代
替
措
置
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
雇
用
創
出
措
置
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
深
刻
な
失
業
問
題
を
背
景
と
し
て
、
全
て
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
は
、
雇
用
の
創
出
あ
る
い
は
維
持
と
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア

リ
ン
グ
を
実
現
す
る
重
要
な
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
労
働
者
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
タ
イ
プ
と

一
応
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の

も
、
同
時
に
雇
用
創
出
と
失
業
問
題
の
解
決
を
は
か
る
手
段
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
。

１
　
職
業
生
活
と
私
生
活
の
調
和

職
業
生
活
と
私
生
活
を
調
和
さ
せ
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
と
し
て
、
二
つ
の
タ
イ
プ
の
労

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
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働
契
約
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。　
一
つ
は
、
職
業
生
活
と
家
族
生
活
を
調
和
さ
せ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約

（Ａ
）、
も
う

一
つ
は
、

職
業
生
活
か
ら
引
退
へ
の
円
滑
な
移
行
の
援
助
を
期
待
さ
れ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約

（
Ｂ
）
で
あ
る
。

Ａ
　
職
業
生
活
と
家
族
生
活
の
調
和

（
１
）

家
族
的
理
由
に
基
づ
く
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
の
展
開

職
業
生
活
と
家
庭
生
活
を
調
和
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
に
転
換
す
る
権
利
を
最
初
に
承
認
し
た
の
は
、　
一
九
八

四
年

一
月
四
日
の
法
律
で
あ
っ
た
。

同
法
律
は
、
子
の
出
生
ま
た
は
養
子
と
し
て
迎
え
た
三
才
未
満
の
子
の
受
け
入
れ
日
以
前
に
少
な
く
と
も

一
年
の
勤
続
年
数
を
有
す
る
全

て
の
労
働
者
に
対
し
、
養
育
親
休
暇

♂
ｏ
口
”
ｏ、
ｏ
Ｒ
８
ご
中
ヽ
．８
８
ｐ
↑いｏ
し

と
二
者
択

一
の
選
択
肢
と
し
て
、
そ
の
労
働
時
間
を
当
該
事
業

場
に
適
用
さ
れ
る
労
働
時
間
の
半
分
に
短
縮
す
る
権
利
を
規
定
し
た‘
。

ハ
ー
フ
タ
イ
ム
労
働
期
間

（ま
た
は
養
育
親
休
暇
期
間
）
は
、
最
長

一
年
で
、　
一
度
だ
け
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
開
始
日
に
関
わ

ら
ず
、
出
産
ま
た
は
養
子
休
暇
終
了
後
二
年
以
内
に
終
了
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。

つ
い
で
、　
一
九
八
六
年

一
二
月
二
九
日
の
法
律
は
、
ハ
ー
フ
タ
イ
ム
労
働
期
間

（ま
た
は
養
育
親
休
暇
期
間
）
を
拡
大
し
た
。
す
な
わ
ち
、

同
期
間
は
、
三
度
ま
で
延
長
が
認
め
ら
れ
、
当
該
子
の
三
回
目
の
誕
生
日
ま
で
に
終
了
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

そ
の
後
、　
一
九
九

一
年

一
月
二
日
の
教
育
訓
練
、
社
会
的

・
職
業
的
統
合
、
お
よ
び
、
労
働
時
間
の
規
整
に
関
す
る
法
律
は
、
同
権
利
に

関
し
、
重
要
な
修
正
を
行
っ
た＜
。
同
法
律
は
、
労
働
者
に
対
し
、
単
に
ハ
ー
フ
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換
の
み
な
ら
ず
、
週

一
六
時
間
か
ら
三

二
時
間
の
間
で
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
に
転
換
す
る
権
利
を
承
認
し
た
の
で
あ
和
。



他
方

、
同
法
律
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換

（ま
た
は
養
育
親
休
暇
取
得
）
の
権
利
を
養
子
の
場
合
に
も
拡
大
し
、
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
期
間

（ま
た
は
養
育
親
取
得
期
間
）
を
当
該
子
を
迎
え
入
れ
て
か
ら
二
年
ま
で
の
期
間
と
し
卸
。

さ
ら
に
、　
一
九
九
二
年

一
月
二
七
日
の
法
律
は
、
子
の
養
育
を
目
的
と
す
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
期
間

（ま
た
は
養
育
親
休
暇
期
間
）
終

了
後
、
労
働
を
再
開
す
る
労
働
者
に
対
し
て
、
特
に
技
術
や
労
働
方
法
の
変
化
が
あ
っ
た
場
合
、
職
業
教
育
を
受
け
る
権
利
を
規
定
し
か
。

以
上
の
よ
う
に
展
開
し
て
き
た
、
家
族
的
理
由
に
基
づ
く
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

（お
よ
び
養
育
親
休
暇
）
に
関
す
る
制
度
に
つ
い
て
、　
一

九
九
四
年
七
月
二
五
日
の
家
族
に
関
す
る
法
御

（以
下
、
「九
四
年
家
族
に
関
す
る
法
律
し

（
一
二
条
か
ら
二
〇
条
）
は
、
以
下
の
点
に
つ

き
、
重
要
な
修
正
を
行
っ
た
。

第

一
に
、
同
法
は
、
子
の
養
育
を
目
的
と
す
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

（ま
た
は
養
育
親
休
暇
）
に
転
換
す
る
権
利
を
拡
大
し
た
。

第
二
に
、
同
法
は
、
子
の
重
病
、
事
故
、
ま
た
は
、
重
い
ハ
ン
デ
イ
キ
ヤ
ツ
プ
を
有
し
て
い
る
場
合
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

（ま
た
は
養

育
親
教
育
休
暇
）
に
転
換
す
る
権
利
を
創
設
し
た
。

第
二
に
、
同
法
は
、
病
気
の
子
の
た
め
休
暇
を
取
得
す
る
権
利
を
創
設
し
た
。

他
方
、
同
法
は
、
家
族
的
理
由
に
基
づ
き
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
に
転
換
し
た
労
働
者
に
対
す
る
経
済
的
援
助
措
置
を
行
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

従
来
原
則
と
し
て
職
業
活
動
を
行
っ
て
い
な
い
者
に
対
し
て
支
給
さ
れ
て
い
た
養
育
親
手
当

（”
】】ｏ
８
一い０
目
ｕ
ｐ
『ｏ日
ご
ざ
ヽ
，ａ
ｇ
詳
いｏ
じ

の
対
象
を
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
も
拡
大
し
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
に
対
す
る
自
宅
保
育
手
当

（ｐ
］】８
３
い０
●
３

”
円
８

一
，８
旨
詳

”

３
日
』ｏぃ］ｏ「

の
充
実
と
と
も
に
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
と
し
て
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
の
調
和
を
は
か
る
者
に
対
す
る
経
済
的
支
援
策

を
導
入
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
同
法
は
、
子
の
養
育
を
目
的
と
す
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
転
換
中
、
ま
た
は
、
養
育
親
休
暇
期
間
中
、
企
業
か
ら
当
該
労
働
者
に

支
払
わ
れ
る
補
足
手
当

（”
Ｈ］８
蹂

ｏ̈
●
８
日
ｕ
］ｏ、日
８
ご
『̈し

に
つ
い
て
、
保
険
料
等
免
除
制
度
を
創
設
し
た
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八三
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以
下
に
お
い
て
は
、
家
族
的
理
由
に
基
づ
く
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
制
度
に
つ
き
、
九
四
年
家
族
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
改
正

・
創
設
さ
れ

た
、
子
の
養
育
を
目
的
と
す
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
父
２
と
、
子
の
重
病
等
の
場
合
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
父
３
し
、
お
よ
び
、
養
育
親
手

当
父
４
し
を
対
象
と
し
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

（
２
）

子
の
養
育
を
目
的
と
す
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

０
　
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
に
転
換
す
る
権
利
の
取
得
要
件

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換

（ま
た
は
養
育
親
休
暇
）
を
享
受
す
る
た
め
に
は
、
労
働
者
は
、
子
の
出
生
ま
た
は
三
才
未
満
の
子
を
養

子
と
し
て
迎
え
入
れ
た
日
以
前
に
少
な
く
と
も

一
年
の
勤
続
年
数
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
そ
の
労
働
時
間
の
短
縮
は
、
当
該
事
業
場
に
適
用
さ
れ
る
労
働
時
間
の
少
な
く
と
も
五
分
の
一
に
等
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
短
縮
後
の
労
働
時
間
は
少
な
く
と
も
、
週

一
六
時
間
を
下
回
っ
て
は
な
ら
な
ぃ
。

九
四
年
家
族
に
関
す
る
法
律
以
前
は
、
労
働
者
数

一
〇
〇
人
未
満
の
企
業
に
お
い
て
は
、
使
用
者
は
、
労
働
者
の
休
暇
の
取
得
ま
た
は
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換
が
企
業
の
生
産
と
良
好
な
活
動
に
損
害
を
与
え
る
こ
と
を
立
証
す
れ
ば
、
企
業
委
員
会

（ま
た
は
こ
れ
が
な
い
場

合
は
、
従
業
員
代
表
委
員
）
の
意
見
聴
取
の
後
、
当
該
変
更
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
知
。

し
か
し
な
が
ら
、
九
四
年
家
族
に
関
す
る
法
律
は
、
同
規
定
を
削
除
し
、
全
て
の
労
働
者
は
、
そ
の
企
業
の
労
働
者
数
二
閑
わ
ら
ず
、
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換

（ま
た
は
養
育
親
休
暇
）
を
享
受
し
う
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ω
　
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
期
間

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換
期
間

（ま
た
は
養
育
親
休
暇
）
は
、
最
長

一
年
で
あ
る
。
同
期
間
は
二
度
ま
で
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る



が
、
遅
く
と
も
子
の
三
回
目
の
誕
生
日
ま
で
、
ま
た
は
養
子
の
場
合
は
当
該
子
を
迎
え
入
れ
た
日
か
ら
二
年
以
内
に
終
了
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

九
四
年
家
族
に
関
す
る
法
律
は
、
子
が
病
気
、
事
故
、
ま
た
は
重
い
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ツ
プ
を
有
し
て
い
る
場
合
、
子
の
一一一回
目
の
準
生
日
、

ま
た
は
養
子
の
場
合
は
当
該
子
を
迎
え
入
れ
た
日
か
ら
三
年
を
す
ぎ
て
い
て
も
、
さ
ら
に
最
長

一
年
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換
期
間

（ま
た
は
養
育
親
休
暇
）
を
延
長
す
る
こ
と
を
、
新
た
に
認
め
た
。

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換
期
間
ま
た
は
養
育
親
休
暇
を
延
長
す
る
場
合
、
養
育
親
休
暇
か
ら
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換
、
ま
た

は
そ
の
逆
を
行
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
に
転
換
し
て
い
る
場
合
、
使
用
者
の
同
意
ま
た
は
明
示
の
約
定
の

な
い
限
り
、
同
期
間
の
延
長
の
際
、
そ
の
労
働
時
間
を
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
に
転
換
し
た
場
合
、
短
縮
さ
れ
た
労
働
時
間
は
報
酬
を
伴
わ
な
い
が
、
約
定
に
よ
り
賃
金
の
全
部
ま
た
は

一
部
を
維

持
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

他
方
、
当
該
労
働
者
は
、
要
件
の
充
足
に
よ
り
、
後
述
の
養
育
親
手
当
を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

０
　
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
へ
の
復
帰

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
期
間

（ま
た
は
養
育
親
休
暇
期
間
）
終
了
後
、
当
該
労
働
者
は
、
従
前
の
雇
用
ま
た
は
類
似
の
雇
用
を
同
等
の
報
酬

と
共
に
保
障
さ
れ
和
。

（
３
）

子
の
重
病
等
の
場
合
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

九
四
年
家
族
に
関
す
る
法
律
第

一
四
条
は
、
子
が
重
病
、
事
故
、
ま
た
は
、
重
い
ハ
ン
デ
イ
キ
ャ
ツ
プ
を
有
し
て
い
る
場
合
、
パ
ー
ト
タ

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八五



法
経
研
究
四
四
巻
三
号
２

九
九
五
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ六

イ
ム
労
働
に
転
換
す
る
権
利
を
創
設
し
か
。
こ
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
転
換
制
度
は
、
子
の
年
齢
に
よ
り
、
前
述
の
、
子
の
養
育
を
目
的
と

す
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換
ま
た
は
養
育
親
休
暇
を
も
は
や
享
受
し
え
な
い
労
働
者
の
、
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
の
調
和
を
支
援
す

る
制
度
で
あ
る
。

０
　
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
に
転
換
す
る
権
利
の
取
得
要
件

同
権
利
は
、
少
な
く
と
も

一
年
の
勤
続
年
数
を
有
す
る
全
て
の
労
働
者
に
対
し
、
社
会
保
障
法
典
Ｌ
．
五

一
三
―

一
条
に
い
う
扶
養
す
る

子
で
あ
っ
て
、
同
法
典
Ｌ
．
五

一
二
―
三
条
に
規
定
さ
れ
た
家
族
手
当
付
与
要
件
の
一
つ
を
充
足
す
る
子
、
す
な
わ
ち
、
①

〓
ハ
才
未
満
の

子

（義
務
教
育
終
了
ま
で
）
、
②

一
八
才
以
下
の
子
で
、
そ
の
月
額
報
酬
が

一
六
九
時
間
を
基
礎
と
し
て
算
定
さ
れ
る
法
定
最
低
賃
金

（紹
】，
ぃ８

日
目̈
】。日
●
ヨ

ュ̈
０「「
Ｒ
ｏりりいｏ
●
●
３
３

０８

り̈８
８
ｏ
¨
∽
〓
ぁ
）
の
五
五
％
を
超
え
な
い
者
、
ま
た
は
、
③
二
〇
才
以
下
の
子
で
、

そ
の
月
額
報
酬
が

一
六
九
時
間
を
基
礎
と
し
て
算
定
さ
れ
る
法
定
最
低
賃
金

（∽
〓
あ
）
の
五
五
％
を
超
え
な
い
見
習
い
、
職
業
訓
練
従
事

者
、
も
し
く
は
、
教
育
期
間
中
の
者
、
ま
た
は
、
身
体
障
害
ま
た
は
慢
性
的
疾
病
に
よ
り
、
職
業
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
も
し
く

は
特
別
教
育
手
当

（ｐ
】】８
３
ぃ０
口
ヽ
．ｏ、一
ｇ
騨
いｏ
口
選
ｏｏ̈
”
【％
受
給
の
対
象
と
な
る
者
、
の
重
病
、
事
故
、
ま
た
は
、
重
い
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ

プ
の
場
合
に
付
与
さ
れ
る
。

当
該
疾
病
、
事
故
、
ま
た
は
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ツ
プ
の
重
大
性
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
議
を
経
た
デ
ク
レ
に
よ
り
規

定
さ
れ
和
。

ω
　
期
間

・
手
続

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
転
換
期
間
は
最
長
六
か
月
で
ぁ
り
、　
一
度
だ
け
さ
ら
に
最
長
六
か
月
ま
で
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



同
制
度
に
お
い
て
、
必
要
と
さ
れ
る
手
続
、
実
施
方
法
等
は
、
子
の
養
育
を
目
的
と
す
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換
制
度
と
同
様
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
転
換
の
開
始
希
望
日
の
少
な
く
と
も
二
か
月
前
、
期
間
延
長
の
場
合
は
少
な
く
と
も
そ
の
一
か
月

前
に
、
書
面
で
使
用
者
に
そ
の
申
し
入
れ
を
す
る
こ
と
、
使
用
者
の
同
意
ま
た
は
約
定
の
な
い
限
り
、
最
初
に
選
択
し
た
労
働
時
間
の
変
更

は
で
き
な
い
こ
と
、
等
で
あ
る
。

０
　
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
へ
の
復
帰

子
の
養
育
の
た
め
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換

（ま
た
は
養
育
親
休
暇
）
の
場
合
と
同
様
、
当
該
労
働
者
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

転
換
期
間
終
了
後
、
従
前
の
雇
用
ま
た
は
類
似
の
雇
用
を
同
等
の
報
酬
と
共
に
保
障
さ
れ
和
。

同
様
に
、
子
の
死
亡
、
ま
た
は
、
家
計
の
収
入
の
重
大
な
減
少
の
場
合
、
当
該
労
働
者
は
、
所
定
の
形
申
に
基
づ
き
、
従
前
の
雇
用
ま
た

は
類
似
の
雇
用
を
同
等
の
報
酬
と
共
に
保
障
さ
れ
和
。

（
４
）

養
育
親
手
当

九
四
年
家
族
に
関
す
る
法
律
、
お
よ
び
、　
一
九
九
四
年
九
月

一
日
の
デ
ク
”
は
、
家
族
給
付
の
一
つ
で
、
家
族
手
当
金
庫
か
ら
支
給
さ
れ

る
養
育
親
手
当
の
シ
ス
テ
ム
を
改
正
し
、
第
二
子
か
ら
の
支
給
を
可
能
に
す
る
と
と
も
に
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
に
従
事
し
て
い
る
者
、
ま

た
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
報
酬
を
伴
う
職
業
教
育
訓
練
に
従
事
し
て
い
る
者
に
対
す
る
、
部
分
的
割
合
の

Ｏ

Ｓ
属

り
闘
゛̈
ｏじ

養
育
親
手

当
を
新
た
に
創
設
し
た
。

０
　
改
正
前
の
制
度

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
の
展
開

八
七



法
経
研
究
四
四
巻
三
号
貧
九
九
五
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
，　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、、

一
九
八
五
年
に
創
設
さ
れ
、　
一
九
八
六
年

一
二
月
二
九
日
の
家
族
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
大
き
く
改
正
さ
れ
た
養
育
親
手
当
は
、
子
の
出

生
、
ま
た
は
、
三
才
未
満
の
子
を
養
子
と
し
あ
る
い
は
迎
え
入
れ
た
こ
と
に
よ
り
二
人
以
上
の
子
を
扶
養
す
る
事
に
な
っ
た
と
き
、
当
該
子

が
三
才
に
な
る
ま
で
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。

同
手
当
の
受
給
要
件
は
、
こ
れ
に
加
え
て
、
第

一
に
、
先
立
つ
一
〇
年
間
に
最
低
二
年
以
上
の
職
業
活
動
期
間
が
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、

職
業
活
動
を
ま
っ
た
く
行
っ
て
い
な
い
こ
と
、
で
あ
っ
た
。
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
、
ま
た
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
報
酬
を
伴
う
職
業
訓
練
活

動
の
再
開
は
、
子
が
二
才
か
ら
三
才
ま
で
の
間
、
雇
用
へ
の
復
帰
を
段
階
的
に
準
備
す
る
た
め
に
の
み
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
場
合
、
養
育
親

手
当
は
、
労
働
時
間
が
ハ
ー
フ
タ
イ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
半
額
支
払
わ
れ
た
。
養
育
親
手
当
の
額
は
、
家
族
手
当
算
定
基

礎
月
額
の
一
四
二
、
五
％
で
あ
り
、　
一
九
九
四
年
七
月

一
日
現
在
、
満
額
で
二
九
二
九
フ
ラ
ン
、
半
額
で
一
四
六
五
フ
ラ
ン
で
あ
っ
た
。

０
　
改
正
後
の
養
育
親
手
当

０
　
受
給
者
の
拡
大

九
四
年
家
族
に
関
す
る
法
律
、
お
よ
び
、　
一
九
九
四
年
九
月

一
日
の
デ
ク
レ
は
、
第

一
に
、
養
育
親
手
当
は
、
職
業
活
動
を
行
っ
て
い
な

い
者
の
み
な
ら
ず
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
、
ま
た
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
報
酬
を
伴
う
職
業
訓
練
活
動
に
従
事
し
て
い
る
者
に
対
し
て
も
、

一部
分
的
割
合
で
付
与
さ
れ
る
こ
と
と
し
た
。

第
二
に
、
同
法
律
お
よ
び
デ
ク
レ
は
、
第
二
子
か
ら
で
は
な
く
、
第
二
子
か
ら
養
育
親
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
と
し
た
。

第
二
に
、
支
給
要
件
で
あ
る
以
前
の
職
業
活
動
に
つ
い
て
は
、
受
給
に
先
立
つ
一
〇
年
間
に
少
な
く
と
も
二
年
の
要
件
で
は
な
く
、
第
二

子
に
つ
い
て
は
、
子
の
出
生
、
養
子
ま
た
は
迎
え
入
れ
に
先
立
つ
五
年
間
に
、
職
業
活
動
、
手
当
を
支
払
わ
れ
る
失
業
、
ま
た
は
報
酬
を
伴

う
職
業
訓
練
期
間
が
二
年
以
上
あ
る
こ
と
、
第
二
子
に
つ
い
て
は
、
子
の
出
生
、
養
子
ま
た
は
迎
え
入
れ
、
も
し
く
は
手
当
請
求
時
に
先
立



つ
一
〇
年
間
に
、
職
業
活
動
、
手
当
を
支
払
わ
れ
る
失
業
、
ま
た
は
報
酬
を
伴
う
職
業
訓
練
期
間
が
二
年
以
上
あ
る
こ
と
、
と
し
た
。

養
育
親
手
当
は
、
職
業
活
動
を
も
は
や
行
っ
て
い
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
満
額
、
す
な
わ
ち
、
家
族
手
当
算
定
基
礎
月
額
の
一
四
二
、
五

％
で
あ
り
、　
一
九
九
五
年

一
月

一
日
現
在
、
二
九
六
四
フ
ラ
ン
で
あ
る
。

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
、
ま
た
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
報
酬
を
伴
う
職
業
訓
練
活
動
に
従
事
し
て
い
る
者
に
対
し
て
は
、
①
そ
の
活
動
時
間

が
、
法
定
労
働
時
間
ま
た
は
そ
れ
と
同
等
と
み
な
さ
れ
る
時
間
の
五
〇
％
以
下
で
あ
る
場
合
は
、
家
族
手
当
算
定
基
礎
月
額
の
九
四
、
二
七

％
、　
一
九
九
五
年

一
月

一
日
現
在
、　
一
九
六
〇
フ
ラ
ン
で
あ
り
、
②
五
〇
％
を
超
え
、
八
〇
％
以
下
で
あ
る
場
合
は
、
家
族
手
当
算
定
基
礎

月
額
の
七

一
、
二
九
％
、　
一
九
九
五
年

一
月

一
日
現
在
、　
一
四
八
二
フ
ラ
ン
で
あ
る
。
八
〇
％
を
超
え
る
場
合
は
、
養
育
親
手
当
は
支
払
わ

れ
な
ぃ
。

な
お
、
同
手
当
の
支
給
に
は
所
得
要
件
は
存
在
し
な
い
。

②
　
養
育
親
手
当
の
変
更

満
額
の
養
育
親
手
当
を
受
給
し
て
い
る
者
が
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
ま
た
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
報
酬
を
伴
う
職
業
活
動
を
再
開
し
た
場
合
、

当
該
人
は
、
活
動
を
再
開
し
た
最
初
の
日
か
ら
部
分
的
割
合
の
養
育
親
手
当
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
る
。

他
方
、
部
分
的
割
合
の
養
育
親
手
当
を
受
給
し
て
い
る
者
が
、
そ
の
活
動
を
や
め
る
場
合
、
当
該
人
は
、
活
動
を
や
め
た
月
の
最
初
の
日

か
ら
満
額
の
養
育
親
手
当
を
受
給
す
る
。

０

養
育
親
手
当
の
併
給

カ
ッ
プ
ル
の
二
人
と
も
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
ま
た
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
報
酬
を
伴
う
職
業
活
動
に
従
事
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
そ
れ
ぞ

れ
が
、
部
分
的
割
合
の
養
育
親
手
当
を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同

一
家
族
に
支
給
さ
れ
る
二
つ
の
部
分
的
割
合
の
養

育
親
手
当
の
合
計
額
は
、
満
額
の
養
育
親
手
当
の
額
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八九
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卜
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Ｆ
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ｐ
●
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Ｆ
Ｌ
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‐Ｎ
∞
‐ｐ

●
ｏ
●
く
ｏ
〕
ｐ
Ｈあ
。

御
０
卜
『
ｐ
Ｆ
・
”
『
言
Ｆ
Ｌ
Ｎ
Ｎ
‐Ｎ
∞
‐９

口
ｏ
ｃ
く
ｏ
】
ｐ
Ｈヽ

。

側
０
卜
●
ｐ
く
〓

，
『
言
Ｆ
』
Ｎ
Ｎ
，Ｎ
∞
，Ｎ
・

⑩
Ｏ
↑
『
ｐ
Ｆ
・
”
『
Ｆ
Ｆ
Ｌ
Ｎ
Ｎ
‐Ｎ
∞
‐９

●
ｏ
‘
く
ｏ
】
ｐ
】
ｂ
・

ｍ
，

９

Ｎ
り
Φ
■
・８
Ｒ
・

鋤
同
改
正
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
０
い８
。
∪
∽
∽
＼
可
『
Ｆ

Ｒ
＼
８

一
ｃ
●
ｏ
口

８
程
・
Ｆ
ｏ、”
いｏ
・∽
０
０
。‐回
‐
Ｚ
。
ざ
８

●
‘
器

，
ｏ
Ｆ

８
８
。
参
照
。

口
９

■゙
，
く
〓
ｐ
ヽ
言
Ｕ
・田
Ｎ
‐Ｆ

鋤
ｏ
・一『ｐ
く
〓
●
『言
Ｕ
・８
Ｎ‐Ｆ

Ｂ
　
職
業
生
活
か
ら
引
退
へ
の
円
滑
な
移
行

フ
ル
タ
イ
ム
の
職
業
生
活
か
ら
完
全
な
引
退
生
活
へ
の
円
滑
な
移
行
を
促
進
す
る
機
能
を
期
待
さ
れ
て
い
る
の
が
、
段
階
的
引
退
制
度

↑
ｏ゙
〓
いご

●
８
『
ｏり∽̈
８
）
で
あ
る
。
後
述
の
、
段
階
的
早
期
引
退
制
度

θ
『ｏ、『ｏ一８
いざ

「
ｏ『
ｏ∽∽】ぶ
）
と
は
異
な
る
制
度
で
あ
る
。

０
　
段
階
的
引
退
制
度

段
階
的
引
退
制
度
は
、　
一
九
八
八
年

一
月
五
日
の
法
御
お
よ
び

一
九
八
八
年
五
月
二
日
の
デ
ク
ぃ
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
も
の
で
、
希
望
す

る
労
働
者
が
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
に
従
事
し
な
が
ら
、
老
齢
年
金
の
一
部
を
受
給
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
制
度
で
あ
る
。
こ
の
制
度
を

利
用
す
る
た
め
に
は
、
労
働
者
は
、
年
齢
と
保
険
期
間
に
関
す
る
要
件
を
充
足
す
る
必
要
が
あ
る
。

要
件
を
充
足
す
る
場
合
、
当
該
労
働
者
は
、
老
齢
年
金
清
算
の
の
ち
、
従
事
す
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
労
働
時
間
数
に
応
じ
て
、
異
な

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一



法
経
研
究
四
四
巻
三
号
（
一
九
九
五
年
）

る
額
の
年
金
を
受
給
す
る
。

ω
　
段
階
的
引
退
制
度
を
利
用
す
る
た
め
の
要
件

段
階
的
引
退
制
度
を
利
用
す
る
た
め
の
要
件
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

第

一
に
、
被
用
者
と
し
て
、
社
会
保
障
の
法
定
基
礎
制
印
で
あ
る

一
般
制
度
あ
る
い
は
農
業
制
度
に
加
入
し
て
い
る
こ
ど
、
第
二
に
、
老

齢
年
金
を
清
算
し
う
る
年
齢
に
達
し
て
い
る
こ
と

（同
年
齢
は
、
関
係
全
制
度
に
お
い
て
、
六
〇
才
で
あ
る
）、
第
二
に
、
老
齢
保
険
に
お

い
て
、
必
要
な
保
険
期
間
を
充
足
し
て
い
る
こ
コ
、
第
四
に
、
も
っ
ば
ら

一
つ
の
職
業
活
動
の
み
を
行
っ
て
い
る
こ
と

（従
っ
て
、
複
数
の

雇
用
を
有
し
て
い
る
者
は
、
例
外
を
除
き
、
段
階
的
引
退
制
度
を
享
受
で
き
な
い
）、
そ
し
て
第
五
に
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
を
行
う
こ
と
、

で
あ
る
。
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
定
義
は
、
前
述
の
、
労
働
法
典
Ｌ
．
一
三

二
―
四
―
二
条
に
規
定
さ
れ
た
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
法
的
定

義
に
従
¨
。

労
働
法
典
Ｌ
．
一
三

二
―
四
―
二
条
に
い
う
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
は
、
直
接
そ
の
年
金
の
清
算
を
請
求
し
、
段
階
的
引
退
制
度
を
享
受

す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
は
、
同
制
度
を
享
受
す
る
た
め
に
は
そ
の
労
働
時
間
を
短
縮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

０
　
部
分
年
金

（「８
ｏ”いｏ
口
お

り
８
ｏいｏ
じ

の
計
算
と
支
払

前
述
の
要
件
を
充
足
す
る
労
働
者

（被
保
険
者
）
は
、
そ
の
老
齢
年
金
清
算
後
、
年
金
の
一
部

（部
分
年
金
）
を
受
給
す
る
。

０
　
部
分
年
金
の
額

部
分
年
金
の
額
は
、
当
該
労
働
者
の
履
行
す
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
労
働
時
間
に
応
じ
て
異
な
り
、
完
全
年
金

（電
口
りい８

８
日
●
】０ざ
）
に
お
け
る
割
合
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
労
働
時
間
が
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
の
六
〇
％
以

九



上
八
〇
％
以
下
で
あ
る
場
合
は
、
完
全
年
金
の
三
〇
％
、
そ
の
労
働
時
間
が
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
の
四
〇
％
以
上
六
〇
％
未
満
で
あ
る
場
合
は
、

完
全
年
金
の
五
〇
％
、
そ
の
労
働
時
間
が
四
〇
％
未
満
で
あ
る
場
合
は
、
完
全
年
金
の
七
〇
％
で
あ
る
。

当
該
労
働
者
の
従
事
す
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
労
働
時
間
が
変
更
さ
れ
、
部
分
年
金
額
決
定
の
た
め
に
適
用
さ
れ
る
率
に
影
響
を
及
ぼ

す
場
合
は
、
同
率
の
変
更
は
、
段
階
的
引
退
制
度
開
始
日
か
ら

一
年
経
過
後
に
行
わ
れ
る
。
同
規
則
の
適
用
の
た
め
、
労
働
者
は
、
毎
年
そ

の
労
働
時
間
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

部
分
年
金
の
支
払
期
間

部
分
年
金
は
、
要
件
を
充
足
す
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
が
行
わ
れ
て
い
る
間
支
払
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
以
下
の
場
合
、
同
年
金
の
支
給
は

停
止
さ
れ
、
そ
の
支
給
は
再
開
さ
れ
な
い
。

第

一
は
、
当
該
労
働
者
が
最
終
的
に
そ
の
労
働
を
や
め
る
場
合
で
あ
る
。
そ
の
際
、
当
該
労
働
者
は
、
そ
の
請
求
に
よ
り
、
完
全
年
金
を

受
給
す
る
。

第
二
は
、
当
該
労
働
者
が
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
を
再
開
し
、
あ
る
い
は
、
さ
ら
に
別
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
を
行
う
場
合
で
あ
る
。
こ
の

場
合
、
労
働
者
が
そ
の
職
業
活
動
を
や
め
、
完
全
年
金
を
請
求
す
る
ま
で
、
部
分
年
金
は
支
給
さ
れ
な
い
。

他
方
、
当
該
労
働
者
が
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
を

一
時
的
に
停
止
し
、
後
に
再
開
す
る
場
合
は
、
部
分
的
年
金
の
支
給
は
停
止
さ
れ
る
が
後

に
再
開
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
停
止
か
ら
再
開
ま
で
の
間
に
完
全
年
金
を
請
求
し
な
か
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
要
件
と
な
る
。

的
ｏ
・寸
ｐ
く
。・

，
ユ
・Ｆ
・ω望
‐８
・
ｐ
ｒ
・ωＯ
早
い，

閉
９
寸
ｐ
く
〓
ｐ
諄
・”
。器
い‐８
。
ｗ
Ｆ
〓
Ｔ
Ｒ
・

∽
ｐ
ｐ
ｐ
・

，
ユ
い
。圏
いｏ３
・

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
の
展
開
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九
九
五
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０
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
「社
会
保
障

↑
８
‘
いヽ志

∽ｏ
ｏＦ
【ｏと

は
、
社
会
保
険
、
労
災
補
償
、
家
族
手
当
の
二
部
門
を
含
む
概
念
で
あ
り
、
同
保
障

は
、
各
職
業
カ
テ
ゴ
リ
ー
別
に
分
立
す
る
法
定
基
礎
制
度
、
す
な
わ
ち
、　
一
般
被
用
者
を
主
と
し
て
対
象
と
す
る
一
般
制
度
、
特
定
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の

被
用
者
を
対
象
と
す
る
特
別
制
度
、
自
営
農
業
者
お
よ
び
農
業
労
働
者
を
対
象
と
す
る
農
業
制
度
、
自
営
商
工
業
者
お
よ
び
自
由
業
者
を
対
象
と
す
る

自
立
制
度
、
に
よ
り
制
度
的
に
担
わ
れ
て
い
る
。

働
な
お
、
段
階
的
引
退
制
度
の
対
象
は
、　
一
九
九

一
年
二
月

一
日
以
降
、　
一
定
の
自
営
業
者
に
も
拡
大
さ
れ
て
い
る
。

Ｏ
ｏ
。，
ｐ
・

，
ユ
・Ｆ
。ω望
占
ｂ
ＰＬ
３

，
ユ
・”
。ω望
出
・

鋤
満
額
で
老
齢
年
金
を
受
給
す
る
た
め
に
必
要
な
保
険
期
間
は
現
在

一
六
〇
・
四
半
期
で
あ
る
が

（９
，

ｐ
・
ｐ
『Ｆ
”
・〓
い‐８
し
、
受
給
権
は

一
・
四
半

期
の
み
で
発
生
す
る
。

０
な
お
、
自
営
業
者
に
つ
い
て
は
、
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
」
を
行
っ
て
い
る
か
否
か
の
評
価
は
、
労
働
時
間
で
は
な
く
、
減
じ
ら
れ
た
収
入
の
割
合
に
よ
っ

て
決
定
さ
れ
る
。

０
９

，
ｐ
・
”
『一卜
・〓
い，３
・

０
９
９
ｐ
・
”
吋言
”
・８
いふ
ド

田
９
９

，
・

，
ユ
・コ
・８
Ｔ
烏
・

∞
ｐ
ｐ
ｐ
・
Ｒ

卜゙
・８
い‐８
・

２
　
失
業
問
題
の
克
服

１
に
お
い
て
検
討
し
た
、
家
庭
生
活
と
職
業
生
活
の
調
和
を
目
的
と
す
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
タ
イ
プ
も
、
そ
の
固
有
の
目
的
の
実
現



と
同
時
に
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換
に
よ
る
雇
用
の
創
出
効
果
を
期
待
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

れ
と
は
別
に
、
よ
り
直
接
、
失
業
問
題
の
解
決
を
目
的
と
し
て
創
設
さ
れ
た
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
タ
イ
プ
が
存
在
す
る
。
具
体
的
に
は
、

第

一
に
、
特
に
雇
用
の
接
近
に
困
難
を
有
す
る
者
に
職
業
経
験
の
機
会
を
与
え
、
そ
の
職
業
生
活
へ
の
接
近
を
援
助
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約

（Ａ
）、
第
二
に
、
当
該
労
働
者
の
経
済
的
解
雇
を
回
避
す
る
た
め
の
代
替
措
置
と
し
て
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労

働
契
約

（Ｂ
）、
第
三
に
、
補
填
的
雇
用
を
伴
い
つ
つ
高
齢
者
の
労
働
時
間
を
短
縮
し
、
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
を
実
現
す
る
こ
と
を
期
待

さ
れ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約

（Ｃ
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

Ａ
　
職
業
生
活
接
近
へ
の
援
助

雇
用
へ
の
接
近
に
特
別
の
困
難
を
有
し
て
い
る
者
に
、
職
業
経
験
の
機
会
を
与
え
、
そ
の
職
業
生
活
へ
の
接
近
を
援
助
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
が
、
「雇
用
連
帯
契
約

↑
ｏ
ユ
ロ
一
ｏ日
０
中ｏ
い‐８
中い一
留

志̈

と

で
あ
る
。

０
　
雇
用
連
帯
契
約

雇
用
連
帯
契
約
は
、
雇
用
へ
の
接
近
に
特
別
の
困
難
を
有
し
て
い
る
者
に
、
職
業
経
験
の
機
会
を
与
え
、
と
同
時
に
、
公
的
部
門
ま
た
は

非
営
利
私
的
部
門
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
、
環
境
美
化
、
文
化
活
動
等
、
集
団
的
要
求
に
応
え
る
活
動
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
、

期
間
の
定
め
の
あ
る
特
別
の
タ
イ
プ
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
で
あ
和
。
同
契
約
は
、
使
用
者
と
国
家
と
の
協
定
に
従
っ
て
締
結
さ
れ
、

賃
金

（ま
た
は
教
育
訓
練
費
用
）
の
一
部
は
国
に
よ
り
負
担
さ
れ
る
。

同
契
約
は
、　
一
九
八
九
年

一
二
月

一
九
日
の
法
律
お
よ
び

一
九
九
〇
年

一
月
二
〇
日
の
デ
ク
レ
に
よ
り
創
設
さ
れ
、

一
九
九
〇
年
七
月
二

〇
日
の
デ
ク
レ
、　
一
九
九
二
年
年
七
月
二
九
日
の
法
律
、　
一
九
九
二
年
七
月
三
〇
日
の
デ
ク
レ
、
お
よ
び
、
九
二
年
五
か
年
法
に
よ
り
修
正

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九二
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を
受
け
た
。

九
六

Ｕ
　
契
約
締
結

０

手
続

雇
用
連
帯
契
約
の
締
結
は
、
使
用
者
と
国
家
の
協
定
に
従
っ
て
な
さ
れ
る
。
使
用
者
は
、
雇
用
の
前
に
、
県
労
働
雇
用
局

含
】■ｏｏ一̈
ｏ
コ

積
０
キ
一ｏ日
８
ご
Ｆ
ヽ
“
導
ｐ
く

，
〓
８

ヽ
ｏ
中．ｏ日
り
］２

¨
∪
∪
弓
日
）
に
協
定
の
締
結
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
　
契
約
当
事
者

雇
用
連
帯
契
約
に
お
け
る
使
用
者
は
、
地
方
公
共
団
体
、
公
的
機
関
、
非
営
利
法
人
、
公
的
サ
ー
ビ
ス
を
管
理
す
る
法
人
に
限
定
さ
れ
る
。

雇
用
連
帯
契
約
を
締
結
し
う
る
労
働
者
は
、
長
期
失
業
者
、
障
害
者
、
社
会
参
加
最
低
収
入

（『ｏく
ｏ日

日
ぃ●
ぃ日
‘
日

０
．ぃ”
りΦ『゙
】８

¨

”
〓
【判
受
給
者
、
五
〇
才
以
上
の
失
業
者
、
お
よ
び
、
社
会
へ
の
参
加

含
〓
ｏ『けい８
）
に
特
別
の
困
難
を
有
す
る

一
八
才
以
上
二
六
才
未

満
の
若
者
、
で
あ
和
。

０
　
雇
用
条
件

雇
用
連
帯
契
約
は
、
期
間
の
定
め
の
あ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
で
あ
和
。
同
契
約
は
、
他
の
職
業
活
動
あ
る
い
は
報
酬
を
伴
う
職
業

訓
練
と
兼
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

同
契
約
の
週
労
働
時
間
は
二
〇
時
間
で
あ
る
。
同
契
約
期
間
は
三
か
月
か
ら

一

例
外
的
に
三
年
ま
で
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
夕
。

賃
金
は
、
よ
り
有
利
な
約
定
の
な
い
限
り
、
実
労
働
時
間
に
法
定
最
低
賃
金

年
の
間
で
あ
る
が
、
最
大
期
間
は
、
場
合
に
よ
り
二
年
、

３
〓
あ
）
を
適
用
し
て
支
払
わ
れ
る
。
国
は
、
そ
の
協
定



に
基
づ
き
、
法
定
最
低
賃
金
を
基
礎
と
し
て
算
定
さ
れ
る
賃
金
の
六
五
％
を
負
担
す
る

（し
た
が
っ
て
、
使
用
者
が
法
定
最
低
賃
金
以
上
の

賃
金
を
支
払
う
場
合
は
、
そ
の
超
え
る
部
分
は
全
て
使
用
者
負
担
と
な
る
）。
ま
た
、
当
該
労
働
者
は
、
同
契
約
の
枠
内
で
、
国
と
使
用
者

の
協
定
に
基
づ
く
、
知
事
の
認
可
を
受
け
た
教
育
訓
練
に
従
事
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
国
は
、
教
育
訓
練
費
用
と
し
て
、
四
〇

〇
時
間
を
限
度
と
し
て
一
時
間
あ
た
り
三
二
フ
ラ
ン
を
負
担
す
る
。

な
お
、
後
述

（
二
の
２
の
Ｄ
）
の
よ
う
に
、
使
用
者
は
、
国
と
の
協
定
期
間
中
、
社
会
保
障
の
使
用
者
負
担
保
険
料
を
免
除
さ
れ
る
。

０
　
雇
用
連
帯
契
約
終
了
後
の
雇
用

一
九
九
二
年
七
月
二
九
日
の
法
律
は
、
雇
用
連
帯
契
約
終
了
後
の
雇
用
援
助
措
置
の
規
定
を
追
加
し
た
。
す
な
わ
ち
、
雇
用
連
帯
契
約
締

結
時
に
、　
一
年
以
上
失
業
し
て
い
た
五
〇
才
以
上
の
者
、

一
年
以
上
失
業
し
て
い
た
社
会
参
加
最
低
収
入

（”
〓
じ

受
給
者
、
三
年
以
上

失
業
し
て
い
た
者
、
お
よ
び
、
障
害
者
で
、
同
契
約
終
了
後
、
い
か
な
る
雇
用
も
教
育
訓
練
の
機
会
も
な
い
者
と
、
同
契
約
上
の
使
用
者
が
、

使
用
者
と
国
の
協
定
に
基
づ
き
、
新
た
に
契
約

（期
間
の
定
め
の
有
無
を
問
わ
な
い
）
を
締
結
し
た
場
合
、
国
は
最
大
五
年
間
に
わ
た
り
、

賃
金
の
一
部
を
負
担
す
る
。
国
の
賃
金
負
担
は
、
法
定
最
低
賃
金
の
一
三
〇
％
、
週
三
〇
時
間
を
限
度
と
し
て
計
算
さ
れ
る
賃
金
に
つ
い
て
、

一
年
目
は
そ
の
五
〇
％
、
二
年
目
は
四
〇
％
、
三
年
目
は
三
〇
％
、
四
年
目
は
二
〇
％
、
五
年
目
は

一
〇
％
で
あ
る
。
国
の
援
助
期
間
中
は
、

社
会
保
障
の
使
用
者
負
担
保
険
料
は
免
除
さ
れ
る
。

帥
９
一３
く
〓
”
『゙
卜
・田
Ｙ
や
ヽ
・２
●
３

Ｎ
・

∞
９
■

，
く
〓
”
ユ
い
・鍵
Ｎふ
‐『
・ユ
・Ｆ

（硼
０
・オ
ｐ
Ｆ
・
”
ユ
・Ｆ
ｂ
ＮＮ
ふ
当
・ｐ
］Ｌ
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
の
展
開

老
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九
八

ω

「社
会
参
加
最
低
収
入

（お
お
●
●
日
す
ぃ日
‘
日

０
．す
８
『゙
いｏ
●

脚̈
〓
Ｈと

は
、
二
五
才
以
上
の
全
て
の
フ
ラ
ン
ス
居
住
者
に
対
し
て
最
低
収
入
を
保

障
す
る
た
め
に
支
払
わ
れ
る
社
会
扶
助
手
当
で
あ
り
、
一
九
八
八
年

一
二
月

一
日
の
法
律
を
適
用
す
る
一
九
九
二
年
七
月
二
九
日
の
法
律
に
よ
り
、
具

体
的
に
実
施
さ
れ
た
。

０
９

■゙
，
く
〓
ｐ
『”卜
・駕
Ｎふ
‐一
・Ｌ
。ド

働
ｏ
・寸
”
く
〓
ｐ
ユ
・Ｆ
・ωＮＮふ
あ
ｂ
【』
。

ω
∪
８

，

ωｏ
Ｆ
●
く
。８
８
・
ｐ
『゙
ヽ
３

ω
・

Ｏ
ｏ
卜
『
ｐ
Ｆ
・”
『，
Ｆ
“
ＮＮふ
占
Ｆ

ｏ一
●
『言
Ｆ
あ
ＮＮ‐卜
占
ド
・
Ｕ
ｏｏ，

ωｏ
一，
コ
メ
い００ｐ

ｐ
『一ｂ
ｐ
∞
・

Ｏ
ｏ
・゙
Ｈ”
Ｆ
ｂ
ユ
・Ｆ
・ωＮＮふ
‐∞
占
・

Ｂ
　
経
済
的
解
雇
の
代
替
措
置

労
働
者
の
経
済
的
解
雇
を
回
避
す
る
た
め
、
そ
の
代
替
措
置
と
し
て
の
機
能
が
期
待
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
雇
用
全
国
基
金

（可
ｏ
目
Ｐ

Ｚ
”
いｏ
●
２

８

］。日
日
一
中ｏ
い）

の

「
パ

ー

ト

タ

イ

ム
労

働

へ
の
移

行

０

３

８

器

”

ざ
日
覇

●
Ｒ

゛
ぃｏ
中と

協

定

の
枠

組

み

に

お

け

る

パ

ー

ト

タ

イ
ム
労
働
契
約
が
あ
る
。

０
　
雇
用
全
国
基
金
の

「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
移
行
」
協
定

雇
用
全
国
基
金
の

「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
移
行
」
協
定
に
関
す
る
制
帥
は
、
九
二
年
五
か
年
法
、

レ
お
よ
び

一
九
九
四
年
四
月

一
二
日
の
ア
レ
テ
に
よ
り
、
同
基
金
の

「
ハ
ー
フ
タ
イ
ム
労
働
へ
の
移
行
」

た
も
の
で
あ
る
。

一
九
九
四
年
二
月
二

一
日
の
デ
ク

協
定
に
関
す
る
制
度
が
修
正
さ
れ



雇
用
全
国
基
金
の
協
定
と
は
、
国
と
企
業

（ま
た
は
、
職
業
別
も
し
く
は
職
際
組
織
、
も
し
く
は
組
合
組
織
）
と
の
間
で
の
締
結
さ
れ
、

経
済
的
解
雇
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
労
働
者
の
再
適
応

・
職
業
転
換
、
雇
用
の
維
持

・
発
展
、
解
雇
の
回
避
、
労
働
者
の
引
退
を
容
易

に
す
る
こ
と
等
を
目
的
と
し
て
、
そ
の
計
画
と
全
国
雇
用
基
金
の
資
金
援
助
を
規
定
す
る
協
定
で
あ
る
。
同
協
定
は
、
県
も
し
く
は
地
方
の

知
事
ま
た
は
労
働
担
当
大
臣
の
管
轄
に
属
す
る
。

「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
移
行
」
協
定
は
、
同
基
金
の
協
定
の
一
つ
で
あ
り
、
経
済
的
解
雇
を
回
避
す
る
た
め
、
自
発
的
お
よ
び

一
時

的
に
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
か
ら
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換
を
受
け
入
れ
た
労
働
者
に
対
し
、
補
足
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
を
規
定
す
る
も

の
で
あ
る
。

ω
　
制
度
実
施
の
手
続

ｏ
要
件

同
協
定
の
締
結
は
、
そ
の
計
画
の
適
用
範
囲
が
県
ま
た
は
地
域
で
あ
る
場
合
は
、
県
も
し
く
は
地
域
の
労
働
局
、
ま
た
は
、
県
庁
に
、
計

画
の
適
用
範
囲
が
こ
れ
ら
を
超
え
る
場
合
は
、
雇
用
局

（Ｕ
３
８
３

ｏ̈
・
”
中．０日
●
】ｏじ

に
申
請
さ
れ
る
。

同
協
定
の
締
結
に
先
だ
ち
、
同
協
定
の
計
画
は
、
従
業
員
の
代
表
者

（企
業
委
員
会
も
し
く
は
事
業
場
委
員
会
、
ま
た
は
こ
れ
が
存
在
し

な
い
場
合
は
、
従
業
員
代
表
委
員
）
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
ぃ
。

同
協
定
参
加
労
働
者
の
転
換
後
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
は
、
少
な
く
と
も
法
定
労
働
時
間
よ
り
そ
の
五
分
の
一
以
上
少
な
い
時
間
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
短
縮
さ
れ
た
時
間
が
、
以
前
の
労
働
時
間
の
一
〇
％
以
上
で
あ
れ
ば
、
転
換
後
の
労
働
時
間
は
、
協
約

に
よ
り
定
め
ら
れ
た
労
働
時
間
よ
り
五
分
の
一
以
上
少
な
く
な
く
て
も
よ
い
。

同
協
定
に
参
加
し
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
に
転
換
し
、
補
足
手
当
を
受
給
す
る
労
働
者
は
、
身
体
的
に
労
働
可
能
で
あ
り
、
同
協
定
参
加

以
前

〓

一か
月
間
、
当
該
協
定
締
結
企
業
に
お
い
て
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
を
行
っ
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
、
参
加
以
前

一
二
か
月
間
の
間
に
労

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
の
展
開

九九
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働
契
約
停
止
期
間
が
あ

っ
た
場
合
は
、
そ
の
停
止
以
前

一

一〇〇

二
か
月
間
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
を
行
っ
て
い
た
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

０
　
補
足
手
当
の
算
定
と
支
払

補
足
手
当
は
、
短
縮
さ
れ
た
労
働
時
間
分
に
つ
き
、
最
長
二
年
間
支
払
わ
れ
る
。

一
年
目
の
手
当
額
は
、
転
換
以
前
の
フ
ル
タ
イ
ム
労
働

期
間

一
二
か
月
間
の
失
業
保
障
制
度
の
保
険
料
算
定
基
礎
と
な
る
報
酬

（た
だ
し
、
社
会
保
障
の
保
険
料
の
算
定
基
礎
と
な
る
報
酬
の
上
限

額
の
二
倍
を
限
度
と
し
て
）
を
基
に
算
定
さ
れ
る
、
基
礎
賃
金

分
ｐ
］ｐ
い８

８

８
喘ｏ、■８
ｏ３

の
四
〇
％
、
二
年
目
は
そ
の
二
〇
％
で
あ
る
。

た
だ
し
、
同
手
当
は
、　
一
年
目
は

一
時
間
三
二
フ
ラ
ン
、
二
年
目
は

一
八
フ
ラ
ン
を
下
回
っ
て
は
な
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
保
障
さ
れ
る
収
入

（賃
金
お
よ
び
補
足
手
当
）
の
保
険
料
控
除
後
の
額
は
、
以
前
の
報
酬
の
保
険
料
控
除
後
の
額
の
九

〇
％
を
上
回
っ
て
は
な
ら
な
い
。

同
手
当
の
支
払
は
、
所
定
外
労
働
が
行
わ
れ
た
と
き
は
停
止
さ
れ
る
。

他
方
、
疾
病
、
出
産
、
労
働
災
害

・
職
業
病
を
理
由
と
す
る
欠
動
の
場
合
、
同
手
当
の
支
払
は
継
続
さ
れ
る
。

な
お
、
同
手
当
の
支
払
に
必
要
な
費
用
は
国
と
企
業
が
こ
れ
を
分
担
す
る
。

ω
ｏ
・寸
ｐ
Ｆ
ｂ
諄
・Ｆ
』
Ｎ
ド
一
３

ｐ
諄
・”
ｂ
Ｎ甲
ド

御
ｏ
・一『
ｐ
Ｆ
・ｐ
●一ぃ
。鱈
Ｎ
占

３

ｏ
。

鰤
９
■
ｐ
く
。・”
『
・゙”
・露
Ｎ
‐∞
・Ｌ
ト

④
＞
１
・●
‘
Ｓ

，
１
・８
８
・・ｏ
●
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Ｃ
　
引
退
生
活
へ
の
移
行
と
新
た
な
雇
用
創
出

補
填
的
雇
用
を
伴
い
つ
つ
高
齢
者
の
労
働
時
間
を
短
縮
し
、
ワ
ー
ク
シ
エ
ア
リ
ン
グ
を
実
現
す
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労

働
契
約
と
し
て
、
「
段
階
的
早
期
引
退
制
度

（■
ｏ、『ｏ一日

ざ̈

「
ｏ『
ｏｏｏ̈
ぎ
と

に
お
け
る
そ
れ
が
挙
げ
ら
れ
る
。

０
　
段
階
的
早
期
引
退
制
度

「段
階
的
早
期
引
退
制
度
」
は
、　
一
九
九
二
年

一
二
月
二
一
日
の
雇
用
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
発
展
お
よ
び
失
業
保
障
に
関
す
る
法
律
、

な
ら
び
に
、
こ
れ
に
関
連
す
る
、　
一
九
九
二
年
二
月
二
四
日
の
デ
ク
レ
第
四
五
〇
号
と
第
四
五

一
号
お
よ
び

一
九
九
二
年
二
月
二
四
日
の
ア

レ
テ
に
よ
り
、
ハ
ー
フ
タ
イ
ム
労
働
の
早
期
引
退
制
度
と
段
階
的
早
期
引
退
連
帯
契
約
が
廃
止

・
統
合
さ
れ
て
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

同
制
度
は
、
雇
用
全
国
基
金
の
協
定
の
一
つ
で
あ
る
、
「段
階
的
早
期
引
退
に
関
す
る
協
定
」
の
枠
組
み
で
実
施
さ
れ
る
。

同
制
度
は
、
先
に
検
討
し
た
段
階
的
引
退
制
度
と
同
様
、
高
齢
労
働
者
が
、
フ
ル
タ
イ
ム
の
職
業
活
動
か
ら
完
全
な
引
退
へ
と
段
階
的
に

移
行
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
制
度
は
、
高
齢
労
働
者
が
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
か
ら
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
に
転
換
す
る

こ
と
■
よ
り
、
当
該
企
業
に
新
た
な
雇
用
を
創
出
し
、
企
業
に
新
た
な
労
働
者
を
雇
用
さ
せ
る
こ
と
、
ま
た
は
、
経
済
的
解
雇
者
数
を
減
じ

る
こ
と
を
特
に
目
的
と
す
る
。

ω
　
制
度
実
施
の
手
続

・
要
件

０

協
定
の
締
結

段
階
的
早
期
引
退
に
関
す
る
協
定
は
、
高
齢
労
働
者
の
そ
の
同
意
に
基
づ
く
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
か
ら
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換
に
よ

り
、
求
職
者
の
新
た
な
雇
用
が
可
能
と
な
る
場
合
、
あ
る
い
は
、
経
済
的
理
由
に
基
づ
く
解
雇
者
数
を
減
じ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
、
国
と

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一２
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一９
一

企
業
の
間
で
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
か
ら
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換
を
受
け
入
れ
た
高
齢
労
働
者
は
、
同
協
定

に
基
づ
き
、
段
階
的
早
期
引
退
手
当
を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
和
。

段
階
的
早
期
引
退
協
定
の
計
画
は
、
従
業
員
の
代
表
者

（企
業
委
員
会
も
し
く
は
事
業
場
委
員
会
、
ま
た
は
こ
れ
が
存
在
し
な
い
場
合
は
、

従
業
員
代
表
委
員
）
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
同
協
定
が
、
経
済
的
理
由
に
よ
る
解
雇
計
画
の
際
に
予
定
さ
れ
て
い
る
手
段

の
一
部
で
あ
る
場
合
は
、
同
協
定
は
、
解
雇
計
画
が
諮
問
さ
れ
て
い
る
企
業
委
員
会
の
会
議
の
場
で
提
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
ぃ
。

②
　
労
働
者
の
参
加

（，
ヽ
ま
り】．ｏ
し

段
階
的
早
期
引
退
手
当
を
受
給
す
る
た
め
に
は
、
労
働
者
は
個
別
的
に
段
階
的
早
期
引
退
協
定
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
ぃ
。

し
か
し
な
が
ら
、
使
用
者
は
、
以
下
の
要
件
を
充
足
す
る
労
働
者
に
対
し
て
の
み
、
段
階
的
早
期
引
退
協
定
へ
の
参
加
と
手
当
の
享
受

を
提
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
第

一
に
、
被
用
者
と
し
て
の
資
格
で
社
会
保
障
の
法
定
基
礎
制
度
に
少
な
く
と
も

一
〇
年
間
加

入
し
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
か
ら
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換
日
以
前
に
、
協
定
締
結
企
業
に
お
い
て
少
な
く
と
も

継
続

一
年
間
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
と
し
て
勤
続
し
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
五
五
才
以
上
六
五
才
未
満
で
あ
る
こ
と
、
第
四
に
、
六
〇
才
以

上
の
労
働
者
の
場
合
は
、
老
齢
保
険
に
お
い
て
一
六
〇

ｏ
四
半
期
の
保
険
期
間
を
充
足
し
て
い
な
い
こ
と
、
第
五
に
、
身
体
的
労
働
能
力
の

あ
る
こ
と
、
第
六
に
、
労
働
不
適
応
を
理
由
と
す
る
老
齢
年
金
受
給
者
で
は
な
い
こ
と
、
第
七
に
、
季
節
的
失
業
者
で
な
い
こ
と
、
第
八
に
、

他
の
い
か
な
る
職
業
活
動
も
行
っ
て
い
な
い
こ
と
、
で
あ
る
。

③
　
段
階
的
早
期
引
退
者
の
労
働
時
間

段
階
的
早
期
引
退
手
当
を
享
受
す
る
た
め
に
は
、
当
該
労
働
者
の
労
働
時
間
は
、
以
前
の
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
時
間
の
四
〇
％
か
ら
五
〇
％

の
間
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
九
二
年
五
か
年
法
に
よ
り
、
デ
ク
レ
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
年
最
低
労
働
時
間
数
と
段
階
的
早
期
引
退
協
定
に
よ
り
定
め



ら
れ
た
制
限
の
枠
内
で
、
段
階
的
早
期
引
退
者
の
各
年
の
労
働
時
間
は
、
段
階
的
早
期
引
退
手
当
を
受
給
じ
て
い
る
数
年
間
の
期
間
中
異
な
っ

て
も
よ
い
こ
と
と
さ
れ
、
数
年
単
位
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
時
制
が
許
容
さ
れ
か
。
す
な
わ
ち
、
①
各
年
の
労
働
時
間
が
、
以
前
の
フ
ル
タ

イ
ム
労
働
時
間
の
二
〇
％
か
ら
八
〇
％
の
間
で
あ
り
、
②
手
当
の
支
払
わ
れ
る
全
期
間
の
平
均
労
働
時
間
が
、
以
前
の
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
時

間
の
五
〇
％
で
あ
れ
ば
、
同
期
間
中
の
各
年
の
労
働
時
間
は
異
な
り
う
る
。
こ
の
数
年
単
位
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
時
制
を
導
入
す
る
場
合
、

段
階
的
早
期
引
退
協
定
は
、
そ
の
定
め
る
期
間
中
の
労
働
時
間
配
分
、
お
よ
び
、
現
実
に
履
行
さ
れ
る
労
働
と
は
無
関
係
に
各
月
均
等
な
月

額
報
酬
の
算
定
方
法
を
定
め
和
。

こ
の
数
年
単
位
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
各
年
度
の
労
働
時
間
編
成
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
労
働
時
間
に
関
す

る

一
般
的
規
帥
が
適
用
さ
れ
和
。

な
お
、
こ
の
数
年
単
位
の
労
働
時
間
編
成
の
期
間
は
最
長
五
年
間
で
あ
る
。

こ
の
段
階
的
早
期
引
退
過
程
に
あ
る
労
働
者
の
労
働
時
間
編
成
に
つ
い
て
は
、
様
式
に
従
い
契
約
の
付
則
に
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
各
労
働
者
に
適
用
さ
れ
る
労
働
時
間
編
成
は
、
当
該
労
働
者
が
段
階
的
早
期
引
退
過
程
に
入
る
時
点
で
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

０
　
補
填
的
雇
用
ま
た
は
補
償
金
の
支
払

段
階
的
早
期
引
退
者
の
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
か
ら
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換
は
、
求
職
者
の
採
用
ま
た
は
経
済
的
理
由
に
よ
る
解
雇
の

数
の
減
少
を
も
た
ら
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
、
段
階
的
早
期
引
退
協
定
は
、
段
階
的
早
期
引
退
を
受
け
入
れ
た
労
働
者

の
短
縮
さ
れ
た
労
働
時
間
を
補
填
す
る
た
め
に
企
業
が
採
用
す
る
者
の
数
、
ま
た
は
、
求
職
者
の
雇
用
に
よ
り
労
働
時
間
が
補
填
さ
れ
な
い

場
合
、
企
業
が
支
払
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
補
償
金
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
ぃ
。

し
た
が
っ
て
、
第

一
に
、
同
協
定
が
、
経
済
的
解
雇
の
数
の
減
少
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
い
場
合
、
企
業
は
、
段
階
的
早
期
引
退
者
の

フ
ル
タ
イ
ム
労
働
か
ら
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換
に
よ
る
労
働
時
間
の
短
縮
部
分
を
求
職
者
の
採
用
に
よ
っ
て
補
填
す
る
こ
と
を
義
務

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一Ｑ
ニ
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づ
け
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

同
補
填
的
雇
用
は
、
段
階
的
早
期
引
退
者
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換
か
ら
三
カ
月
以
内
に
、
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
に
よ

り
、
同
転
換
に
よ
り
空
い
た
時
間
量
に
対
応
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
数
年
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
時
制
を

採
用
し
て
い
る
場
合
は
、
同
補
填
的
雇
用
は
、
協
定
の
適
用
さ
れ
る
最
初
の
年
に
、
段
階
的
早
期
引
退
者
の
段
階
的
早
期
引
退
期
間
の
平
均

労
働
時
間
を
基
礎
と
し
て
行
わ
れ
和
。

企
業
が
所
定
の
補
填
的
雇
用
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
、
同
企
業
は
、
補
填
さ
れ
な
か
っ
た
段
階
的
早
期
引
退
者
の
労
働
時
間
の
短
縮
部
分

に
つ
き
、
補
償
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
に
、
同
協
定
が
、
早
期
引
退
者
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換
に
よ
り
経
済
的
解
雇
の
数
を
減
じ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
経
済

的
解
雇
手
続
の
枠
組
み
に
お
い
て
締
結
さ
れ
た
場
合
、
企
業
は
、
協
定
で
定
め
ら
れ
た
補
償
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

０
　
段
階
的
早
期
引
退
手
当
の
算
定
と
支
払

段
階
的
早
期
引
退
協
定
に
参
加
す
る
労
働
者
は
、
段
階
的
早
期
引
退
手
っ
を
受
給
す
る
。

０

手
当
の
額

段
階
的
早
期
引
退
手
当
は
、
日
額
基
礎
賃
金
の
う
ち
社
会
保
障
の
保
険
料
算
定
基
礎
の
上
限
額
を
下
回
る
部
分
に
つ
い
て
は
そ
の
三
〇
％
、

同
上
限
額
を
超
え
そ
の
四
倍
の
額
ま
で
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
二
五
％
に
等
し
い
額
で
あ
る
。
た
だ
し
、
同
手
当
は
、
一
九
九
五
年

一

月

一
日
現
在
、
日
額
七
七
、
九
七
フ
ラ
ン
を
下
回
っ
て
は
い
け
な
い
。

基
礎
賃
金

（８
］ｐ
８̈

思
喘ｏ、８
８
８

は
、
当
該
労
働
者
の
最
終
労
働
日
以
前

一
二
か
月
間
の
失
業
保
障
制
度
の
保
険
料
算
定
基
礎
と
な
っ

た
報
酬
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
。



②
　
手
当
の
支
払

同
手
当
は
、
当
該
労
働
者
が

一
六
〇
四
半
期
の
保
険
料
支
払
を
終
え
て
い
る
場
合
は
六
〇
才
ま
で
、
終
え
て
い
な
い
場
合
は
六
五
才
を
限

度
と
し
て
同
終
了
時
点
ま
で
支
払
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
同
手
当
の
支
払
は
、
協
定
締
結
企
業
に
お
け
る
受
給
者
の
労
働
時
間
が
増
加
し
た
と
き
、
ま
た
は
、
受
給
者
が
協
定
締

結
企
業
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
に
加
え
、
他
の
企
業
で
も
職
業
活
動
を
再
開
し
た
と
き
、　
一
時
的
に
停
止
さ
れ
る
。

他
方
、
受
給
者
が
、
そ
の
者
の
名
に
お
い
て
取
得
し
た
終
身
的
性
格
の
老
齢
手
当
の
清
算
を
実
施
し
た
と
き
は
、
段
階
的
早
期
引
退
手
当

の
支
払
は
打
ち
切
ら
れ
る
。

０
　
段
階
的
早
期
引
退
者
の
報
酬

数
年
単
位
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
場
合
、
立
法
者
は
、
年
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
場
合
と
同
様
、
段
階
的
早
期
引
退
者
の
総
収
入

額
を
各
月
に
均
等
配
分
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
す
な
わ
ち
、
段
階
的
早
期
引
退
協
定
は
、
現
実
に
履
行
さ
れ
る
労
働
時
間
と
は
無
関
係
に
、

当
該
労
働
者
の
各
月
均
等
な
月
報
酬
額
の
計
算
方
法
を
規
定
す
る
。

企
業
に
よ
り
支
払
わ
れ
る
報
酬
は
、
段
階
的
早
期
引
退
過
程
に
入
る
以
前
の
半
分
の
労
働
時
間
に
対
す
る
賃
金
と
段
階
的
早
期
引
退
手
当

を
基
礎
と
し
て
計
算
さ
れ
る
。

０
　
段
階
的
早
期
引
退
者
の
労
働
時
間
に
関
す
る
監
督

数
年
単
位
の
労
働
時
間
編
成
の
監
督
の
た
め
、
使
用
者
は
、
段
階
的
早
期
引
退
協
定
の
適
用
さ
れ
る
各
年
度
末
に
、
段
階
的
早
期
引
退
者

の
状
況
と
当
該
年
度
の
実
労
働
時
間
に
関
す
る
様
式
に
従
っ
た
書
類
の
作
成
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
同
書
類
は
、
一所
轄
官
庁
で
あ
る
県
労
働
・

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一〇五
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菫
圧
口
用

・
饉
鴨
普
禾
昇
秋
き
Ｈ
巨
用
　
（
魚
『̈
Ｏ
ｏ
一
いｏ
口
　
Ｏ
Ｏ、
り
ｐ
『
”
Φ
日
ｏ
●
゛
ｐ
］０
　
一
‘
　
一
『
ｐ
く
ｐ
中̈

〕

ヽ
ｏ
　
中
．０
●
】
り
一０
¨
　
０
一
　
ヽ
Φ
　
］ｏ
　
「
０
『
目
”
”
け
いＯ
口
　
０
『
ｏ
「
０
０
ｏ
いｏ
ロ
ロ
Ｏ
］］０
　
”

∪
∪
弓
日
『
）
に
毎
年
送
付
さ
れ
る
。

段
階
的
早
期
引
退
手
当
の
支
払
は
、
当
該
労
働
者
が
所
定
の
労
働
時
間
編
成
と
異
な
っ
た
労
働
時
制
に
基
づ
き
働
い
た
場
合
、
残
さ
れ
た

期
間
の
個
別
的
労
働
時
間
編
成
が
、
全
期
間
の
所
定
の
労
働
時
間
が
遵
守
さ
れ
る
よ
う
修
正
さ
れ
る
ま
で
停
止
さ
れ
る
。

段
階
的
早
期
引
退
者
の
平
均
労
働
時
間
が
遵
守
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
段
階
的
早
期
引
退
手
当
は
償
還
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

段
階
的
早
期
引
退
手
当
支
払
期
間
が
終
了
し
た
と
き
、
ま
た
は
、
そ
の
終
了
以
前
に
労
働
契
約
が
解
除
さ
れ
た
と
き
、
当
該
企
業
は
、
当

該
労
働
者
の
段
階
的
早
期
引
退
開
始
日
か
ら
同
時
点
ま
で
の
平
均
労
働
時
間
の
決
算
表
を
県
の
労
働

・
雇
用
・
職
業
教
育
局
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

段
階
的
早
期
引
退
手
当
支
払
期
間
終
了
時
点
、
ま
た
は
、
そ
れ
以
前
に
労
働
契
約
が
解
除
さ
れ
た
と
き

（合
意
解
約
を
含
む
、
た
だ
し
、

重
大
ま
た
は
重
い
非
行

含
”
二
ｏ
■

，
お

ｏ
ｃ
中ｏ日
８
）
も
し
く
は
、
不
適
応

（い口
，
，

い言
８
）
を
理
由
と
す
る
解
雇
の
場
合
を
除
く
）
、
平

均
労
働
時
間
が
以
前
の
労
働
時
間
の
半
分
と
な
っ
て
い
な
い
場
合
、
使
用
者
は
、
当
該
労
働
者
に
支
払
わ
れ
た
段
階
的
早
期
引
退
手
当
の
全

部
ま
た
は

一
部
を
、
県
の
労
働

・
雇
用
ｏ
職
業
教
育
局
に
償
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

同
償
還
額
は
、
当
該
労
働
者
の
以
前
の
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
時
間
に
対
す
る
実
労
働
時
間
の
割
合
に
応
じ
て
算
定
さ
れ
る
。

酬
ｏ
卜
『
ｐ
Ｆ
・ｐ
『
言
Ｆ
』
Ｎ
Ｎ
‐卜
』
。

Ｏ
ｏ
Ｌ
『
”
Ｆ
・●
ユ
・コ
“
Ｎ
や
”
”
］
Ｌ
。

①

＞

１

こ

“

Ｎ
卜

日

●
覇

ぃ
８

Ｐ

』

ｂ

・圏

日

，
３

い
８

Ｐ

０
９

『゙
ｐ
く
。・●
『”・”
・駕
Ｎ
‐ド
ロ
。２
ヽ



Ｏ
ｏ
・寸
ｐ
Ｆ
ｂ
ユ
・Ｆ
・ωＮＮ
ふ
。ω
。

ｏ一
”
諄
・”
“
Ｎ
Ｎ
ヽ
。目
ｂ
】』
。

田
ｏ
。寸

，
メ
ｂ
諄
・”
“
Ｎ
ド
ド
ロ
ｂ
】ｂ
・

ｍ
ｏ
・一『

，
メ
ｂ
ユ
・
Ｆ
・障
Ｎ
ふ
お
。

Ｏ
ｏ
■
・ｏ
∪
日

●
。
Ｒ
＼
器

ヽ
‘
ヽ

ｐ
ｏ
黎

いＯ
Ｒ
〓
Ｆ
Ｏ
性
∽
・８
ｏ
・―∪
ゃ

Ｚ
。
ざ
８

０
“
げ
ヽ
８

，
ｏ日
σ
お

いｏ
Ｘ
・

田
９
■
ｏ
く
・・ｐ
『゙
・”
・駕
Ｎ
‐ド
ロ
・２
・Ｆ

ｍ
９
導
”
く
。ｂ
『ｒ
”
・駕
Ｎ‐が
目
・Ｌ
・９

一〇
０
。寸

，
メ
ｂ
ユ
・”
・ω
ＮＮ
島
・目
ｂ
中ヽ

・

９
∪
８
『
・Ｎ卜
日
ｐ
覇
・８
Ｒ
・

ω
９
一■
●
く
。・ｐ
『一・”
・田
Ｎ
‐ド

ω
９
”■
●
く
。・ｐ
『゙
・”
・駕
Ｎ
‐ド
ロ
。２
¨

一卿
０
い，
０
∪
国

口
。
ｏＯ
＼
ωＯ
ヽ
“
いＮ

，
０
●
一
い０
０♪

い
Ｌ
お
〓
Ｆ
Ｏ
”
お
あ
ｏ
９
‐∪
卜
‐
Ｚ
。
一
ｏｏｏ
一
ｃ
いｏ
『
００
ｏ
お
ヨ
σ
『ｏ
い段
ヽ
・

∞

ｏ
■
・ｏ
∪
日

●
。
ｏ
ヽ
＼
ω
Ｏ

一
‘

馬

”
ｏ
●
一
８
８

・
い
。ω
・ド
・
Ｆ
ｏ、性
ｏ
。∽
ｏ
ｏ
。―∪
ゃ

Ｚ
。
一
ｏ
８

一
ｃ

け
『
Ｂ
●
ざ
日
σ
お

い
ｏ
Ｒ

・

３
　
小
括

以
上
の
よ
う
に
、
立
法
者
は
、
家
族
的
理
由
に
基
づ
く
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
、
段
階
的
引
退
制
度
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契

約
、
職
業
生
活
へ
の
接
近
を
援
助
す
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
、
経
済
的
解
雇
代
替
措
置
と
し
て
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
、
段
階
的

早
期
引
退
制
度
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
な
ど
、
特
定
の
目
的

・
機
能
を
有
す
る
特
別
の
タ
イ
プ
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
を

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一〇七
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発
展
さ
せ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
立
法
者
は
、
単
に
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
を
多
様
化
し
、
労
働
者
お
よ
び
使
用
者
の
選
択
の
幅
を
広
げ
た
だ
け
で
は

な
く
、
両
者
に
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
選
択
を
促
す
た
め
の
、
様
々
な
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
る
。

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
一
般
的
規
整
に
お
い
て
は
、
労
働
時
間
の
配
分
方
法
の
柔
軟
化
や
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
実
施
要
件
の
緩
和
に
よ

り
、
特
に
使
用
者
に
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
選
択
を
促
し
た
。

他
方
、
本
項
で
検
討
し
た
特
別
の
タ
イ
プ
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
に
お
い
て
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
対
し
て
は
、
養
育
親
手
当
、

部
分
年
金
、
補
足
手
当
、
段
階
的
早
期
引
退
手
当
、
と
い
う
形
で
、
労
働
時
間
の
短
縮
に
伴
う
賃
金
の
減
額
、
収
入
の
減
少
を

一
部
補
完
す

る
た
め
の
手
当
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
総
収
入
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
時
に
比
べ
て
減
少
す
る
も
の
の
、
そ
の
労
働
時
間
に
鑑
み
れ
ば
、

相
対
的
に
有
利
な
も
の
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
使
用
者
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
補
完
的
手
当
を
負
担
せ
ず
に
す
む
他
、
雇
用
連
帯
契
約
に

お
い
て
は
、
賃
金
負
担
を

一
部
免
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
選
択
を
促
そ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
発
展
に
よ
り
、

ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
を
実
現
さ
せ
、
失
業
問
題
を
緩
和
す
る
た
め
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
立
法
者
は
、
さ
ら
に
、
特
に
使
用
者
に
対
し
て
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
導
入
を
促
す

一
連
の
制
度
を
発
展
さ
せ
た
。

次
項
に
お
い
て
は
こ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

〓
一　
誘
導

ｏ
促
進

使
用
者
に
対
し
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
雇
用
を
促
す
た
め
、
立
法
者
は
、
二
つ
の
措
置
を
採
用
し
た
。　
一
つ
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働



者
を
雇
用
す
る
使
用
者
と
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
を
雇
用
す
る
使
用
者
の
労
働
法

・
社
会
保
障
法
上
の
負
担
を
均
衡
化
す
る
措
置
（
１
）、
も
う

一
つ
は
、
新
た
な
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
雇
用
を
創
出
し
た
使
用
者
の
負
担
を
軽
減
す
る
措
置
（２
）、
で
あ
る
。

１
　
負
担
の
均
衡
化

立
法
者
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
を
雇
用
す
る
使
用
者
と
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
を
雇
用
す
る
使
用
者
の
労
働
法

・
社
会
保
障
法
上
の
負

担
を
均
衡
化
す
る
措
置
と
し
て
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
固
有
の
従
業
員
数
計
算
方
法
の
導
入

（Ａ
）、
お
よ
び
、
社
会
保
障
の
保
険
料

の
算
定
基
礎
の
減
額
措
置

（Ｂ
）
を
採
用
し
た
。

Ａ
　
従
業
員
数
の
計
算

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、　
一
定
の
従
業
員
数
に
連
動
し
て
使
用
者
に
課
せ
ら
れ
る
様
々
な
義
務
が
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
障
害
者
の
雇

用
義
務
、
様
々
な
従
業
員
代
表
の
選
出
、
委
員
会
の
設
置
、
労
働
組
合
と
の
年
次
交
渉
義
務
、
就
業
規
則
の
作
成
、
解
雇
に
関
わ
る
諸
義
資
．

多
様
な
休
暇
の
付
与
義
務
、
等
で
あ
る‘
。

他
方
、
い
う
ま
で
も
な
く
、　
一
定
の
時
間
の
労
働
を
得
る
た
め
に
必
要
な
労
働
者
数
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
を
雇
用
す
る
場
合
の
方

が
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
を
雇
用
す
る
場
合
よ
り
も
多
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
使
用
者
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
を
雇
用
す
る
と
、
同

じ
時
間
の
労
働
を
得
る
た
め
に
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
を
雇
用
し
て
い
た
な
ら
ば
負
わ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
義
務
を
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
を
雇
用
す
る
使
用
者
を
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
を
雇
用
す
る
使
用
者
よ
り
不
利
に
取
り
扱
う
結
果
と
な
る

な
い
よ
う
に
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
人
数
計
算
に
関
す
る
特
別
の
規
定
が
も
う
け
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、　
一
定
の
従
業
員
数
に
連
動
し

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一〇九
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て
課
せ
ら
れ
る
義
務
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
労
働
法
典
Ｌ
．二

一
二
―
四
―
二
条
に
い
う
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
は
、
当
該
事
業
場
ま
た
は
事

業
場
の
一
部
の
通
常
の
労
働
時
間
に
対
す
る
当
該
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
所
定
労
働
時
間
の
割
合
に
比
例
し
て
人
数
計
算
さ
れ
る
こ
と
と

さ
れ
卸
。

し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
、
当
該
事
業
場
の
通
常
の
労
働
時
間
が
三
六
時
間
で
あ
れ
ば
、
労
働
時
間

一
八
時
間
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者

は
、　
一
八
÷
三
六
＝
〇
、
五
人
と
し
て
計
算
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

０
従
業
員
数
に
よ
り
異
な
る

一
連
の
使
用
者
の
諸
義
務
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
〓
ｏ、日
０
ュ
ｏ

Ｏ
『
盟
言
“
０
『
８
口
ｏ
ぉ

Ｆ
Φ
いｏ
σ
お

り
ｏ
ｏ
いｏ
中ｐ

い８
Ｐ

日
，

電
８
●
ｏ
お

Ｆ
ｏ
「ｏ
σ
『
ｐ

Ｚ
．
８
Ｒ
・参
照
。

９
０
卜
■

，
く
。・２
２
・”
。Ｎ
いＮ
‐Ｆ

Ｂ
　
社
会
保
障
保
険
料
の
算
定
基
礎
の
減
額

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
全
て
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
は
、
そ
の
報
酬
や
労
働
時
間
に
関
わ
り
な
く
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
と
同
じ
資

格
で
社
会
保
障
の
法
定
基
礎
制
度
、
補
足
的
退
職
制
度
、
お
よ
び
失
業
保
険
の
被
保
険
者
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、　
一
時
間
で
も
労
働
し
賃

金
を
得
れ
ば
、
そ
の
賃
金
に
対
し
、
使
用
者
お
よ
び
労
働
者
は
保
険
料
支
払
義
務
を
負
う
。
こ
の
よ
う
に
、
全
て
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者

の
賃
金
に
つ
き
、
使
用
者
お
よ
び
労
働
者
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
の
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
保
険
料
支
払
義
務
等
、
社
会
的
負
担
を
有
す
る

の
が
原
則
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
社
会
保
険
の
保
険
料
の
算
定
基
礎
と
な
る
報
酬
に
つ
い
て
単

一
の
上
限
し
か
な
い
場
合
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
を
雇

用
す
る
使
用
者
は
、
そ
の
使
用
者
負
担
保
険
料
の
支
払
に
お
い
て
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
の
み
を
雇
用
す
る
使
用
者
に
比
べ
て
不
利
益
を
被



る
場
合
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、　
一
九
九
五
年
七
月

一
日
現
在
、
算
定
基
礎
報
酬
の
上
限
は
月

一
三
〇
六
〇
フ
ラ
ン
で
あ
る
が
、
フ
ル
タ
イ
ム

労
働
者
に
月

ニ
ハ
○
○
○
フ
ラ
ン
報
酬
を
支
払
う
場
合
、
保
険
料
負
担
は
そ
の
う
ち

一
三
〇
六
〇
フ
ラ
ン
分
で
す
む
の
に
対
し
、
同
じ
仕
事

に
つ
き
ハ
ー
フ
タ
イ
ム
労
働
者
を
二
人
雇
用
し
、
月
八
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
ず
つ
支
払
う
と
、
同
報
酬
は
上
限
額
を
下
回
っ
て
い
る
の
で
そ
の
全

額
に
つ
い
て
保
険
料
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
、
結
局

Ｉ
ハ
○
○
○
フ
ラ
ン
分
全
て
に
つ
き
保
険
料
を
支
払
う
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、　
一
九
八

一
年

一
月
二
八
日
の
法
律
お
よ
び

一
九
八

一
年
五
月

一
二
日
の
デ
ク
レ
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
を
雇
用
し
て
い
る

使
用
者
が
不
利
益
を
被
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
社
会
保
障
の
使
用
者
負
担
保
険
料
の
算
定
基
礎
の
減
額
を
導
入
し
た
。

同
制
度
は
、
そ
の
後
、　
一
九
八
六
年

一
月

一
七
日
の
法
律
と

一
九
八
六
年
七
月

Ｉ
ハ
日
の
デ
ク
レ
に
よ
り
修
正
さ
れ
、
算
定
基
礎
の
減
額

制
度
は
、
労
働
者
負
担
保
険
料
の
算
定
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

現
行
の
社
会
保
障
保
険
料
算
定
基
礎
の
減
額
制
度
は
、
上
限
の
あ
る
使
用
者
お
よ
び
労
働
者
負
担
の
保
険
料
の
算
定
に
お
い
て
、
そ
の
基

礎
と
な
る
報
酬
の
上
限
額
を
労
働
時
間
に
比
例
し
て
減
額
す
る
制
度
で
あ
り
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
の
報
酬
に
対
し
て
課
せ
ら
れ
る
保
険
料

の
額
と
、
同

一
時
間
の
労
働
を
得
る
た
め
に
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
を
雇
用
し
た
場
合
に
課
せ
ら
れ
る
保
険
料
額
と
の
差
異
を
解
消
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

同
減
額
制
度
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
法
律
上
の
定
却
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
の
当
事
者
で
あ
る
。
た
だ
し
、
同

減
額
制
度
が
適
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、
以
下
の
条
件
が
充
足
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

０
　
減
額
の
条
件

０
　
使
用
者

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
時
制
を
実
施
し
う
る
使
用
者
に
つ
い
て
規
定
し
た
労
働
法
典

Ｌ
．
一
三

二
―
四
―
二
条
に
よ
り
、
同
減
額
制
度
は
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
の
展
開
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労
働
法
典
Ｌ
二

一
二
―
四
―
一
条
に
規
定
さ
れ
た
企
業
、
職
業
、
機
関
に
お
い
て
享
受
し
う
る
。
す
な
わ
ち
、
工
業
、
商
業
、
ま
た
は
、

農
業
的
企
業
、
公
的
機
関
、
自
由
業
、
民
事
上
の
組
合
、
職
業
組
合
、
お
よ
び
、
非
営
利
法
人
で
あ
る
。

②
　
労
働
契
約
お
よ
び
労
働
条
件

第

一
に
、
月
ぁ
た
り
の
労
働
時
間
は
、
所
定
外
労
働
時
間
も
含
め
、
法
定
労
働
時
間
ま
た
は
協
約
の
定
め
る
労
働
時
間
よ
り
少
な
く
と
も

そ
の
五
分
の
一
短
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
¨
。
所
定
労
働
時
間
だ
け
で
は
な
く
、
所
定
外
労
働
時
間
も
含
め
た
実
労
働
時
間
が
法
定
労
働
時
間

ま
た
は
協
約
の
定
め
る
労
働
時
間
よ
り
五
分
の
一
以
上
短
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
、　
一
般
の
月
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
定
義
よ
り

も
限
定
的
で
あ
る
。

第
二
に
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
は
、
書
面
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
破
毀
院
は
、
書
面
の
不
存
在
は
、
当
該
契
約
が
フ
ル
タ
イ

ム
労
働
契
約
で
あ
る
こ
と
を
単
に
推
定
さ
せ
る
だ
け
で
反
証
可
能
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
行
政
府
は
、
日
頭
に
よ
る
不
正

確
な
契
約
に
基
づ
く
保
険
料
の
過
小
払
い
を
防
ぐ
た
め
、
当
該
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
は
必
ず
書
面
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て

い
る‐
。

第
二
に
、
算
定
基
礎
の
減
額
は
、　
一
年
の
数
力
月
だ
け
で
は
な
く
、　
一
年
全
体
に
つ
い
て
、
当
該
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
が
フ
ル
タ
イ
ム

労
働
者
と
し
て
働
い
て
い
た
な
ら
ば
得
て
い
た
で
あ
ろ
う
報
酬
が
、
社
会
保
障
保
険
料
算
定
基
礎
の
上
限
を
超
え
る
と
き
に
行
わ
れ
る＜
。　
一

年
後
こ
の
要
件
を
充
足
し
な
い
場
合
は
、
年
度
中
に
行
わ
れ
た
減
額
は
、
年
度
調
整
の
際
に
無
効
と
さ
れ
る
。

前
述
の
、
段
階
的
早
期
引
退
者
や
雇
用
全
国
基
金
の

「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
移
行
」
協
定
参
加
者
も
含
め
、
上
記
の
条
件
を
充
足
す

る
全
て
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
は
、
同
減
額
制
度
が
適
用
さ
れ
る
。

③
　
適
用
除
外
さ
れ
る
労
働
者

し
か
し
な
が
ら
、
以
下
の
一
定
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
同
減
額
制
度
は
適
用
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
す
で
に
特
別
の



率
、
算
定
基
礎
、
額
の
保
険
料
が
適
用
さ
れ
れ
て
い
る
労
働
者
、
複
数
の
使
用
者
の
も
と
で
恒
常
的
に
働
い
て
お
り
、
す
で
に
、
他
の
使
用

者
か
ら
の
報
酬
に
つ
き
同
減
額
制
度
の
適
用
を
受
け
て
い
る
労
働
者
、
派
遣
労
働
者
、
部
分
失
業
制
度
に
よ
り
保
障
を
受
け
て
い
る
者
ワ
頁

お
よ
び
、
そ
の
報
酬
の
全
て
あ
る
い
は

一
部
が
チ
ッ
プ
で
あ
る
労
働
者
で
あ
る
。

Ｕ
　
減
額
の
算
定

０
　
上
限
の
あ
る
保
険
料

算
定
基
礎
報
酬
に
上
限
の
あ
る
使
用
者
お
よ
び
労
働
者
負
担
の
保
険
料
は
、
老
齢
保
険
の
使
用
者
お
よ
び
労
働
者
負
担
の
保
険
料
、
住
宅

援
助
全
国
基
金
の
使
用
者
負
担
保
険
料
、
失
業
保
障
の
使
用
者
お
よ
び
労
働
者
負
担
の
保
険
料
、
な
ら
び
に
、
補
足
的
引
退
制
度
の
使
用
者

お
よ
び
労
働
者
負
担
保
険
料
で
あ
る
。

②
　
減
額
の
期
日

報
酬
算
定
基
礎
の
減
額
は
、
各
賃
金
支
払
期
毎
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
ｍ
。

し
か
し
な
が
ら
、
当
該
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
報
酬
が
、
も
し
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
で
あ
れ
ば
年
の
上
限
額
を
超
え
る
か
ど
う
か
予
見
で

き
な
い
と
き
は
、
同
減
額
は
、
年
度
調
整
の
際
実
施
さ
れ
和
。

０
　
減
額
後
の
算
定
基
礎
報
酬
の
上
限
額
の
算
定

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
保
険
料
算
定
基
礎
報
酬
の
上
限
額
と

一
般
の
上
限
額
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
報
酬
と
、
当
該
パ
ー
ト

タ
イ
ム
労
働
者
が
フ
ル
タ
イ
ム
で
働
い
て
い
た
な
ら
ば
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
報
酬
と
比
例
関
係
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
同

上
限
額
は
、
Ｐ
×
（Ｓ
Ｐ
÷
Ｓ
Ｃ
）
（Ｐ
＝

一
般
の
上
限
額
、
Ｓ
Ｐ
＝
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
賃
金
、
Ｓ
Ｃ
＝
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
が
フ

ル
タ
イ
ム
労
働
で
あ
れ
ば
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
賃
金
）
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
週
労
働
時
間
二
七
時
間
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
賃
金
が
月

一
二
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
、
当
該
事
業
上
の
通
常
の
労
働
時
間
が

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
の
展
開

一一一一一
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三
六
時
間
で
あ
る
場
合
、
フ
ル
タ
イ
ム
で
働
い
て
い
れ
ば
そ
の
賃
金
は
、　
〓

一〇
〇
〇
×
３
一六
÷
二
七
）＝

Ｉ
ハ
○
○
○
フ
ラ
ン
と
考
え
ら

れ
る
。　
一
九
九
五
年
七
月

一
日
現
在
、
算
定
基
礎
報
酬
の
上
限
は
月

一
三
〇
六
〇
フ
ラ
ン
で
あ
る
の
で
、
そ
の
算
定
基
礎
報
酬
の
上
限
額
は
、

一
三
〇
六
〇
ｘ

（
一
二
〇
〇
〇
÷
一
六
〇
〇
〇
）
＝
九
七
九
五
フ
ラ
ン
と
な
る
。

０
０
・∽
・∽
〓
ｐ
『言
Ｆ
。Ｎヽ
Ｎ
‐∞
。

０
９
■
●
く
。・●
『゙
い
・ド
ツ
■
ド

働
０
あ
あ
・・コ
ヽ
ミ
あ
・

０
９

８゙
く
。・ｐ
『一い
。Ｎ
に
卜
”

Ｏ
ｏ
ｐ
ｏ

，
ｏ
ｏ
９
。ぃｏ
り
０●
・゙８
８
）
ω
“
］］。３
メ
く
・
Ｚ
。
ω↓Ｐ

Ｏ
”
０

，
日
ぃＦ
・
』
ｏ
＞
Ｚ
Ｏ
・コ

」ｐ
●
く
。８
８
・
Ｔ
８
９

０
０
。∽
。∽
〓
ｐ
●言
”
。Ｎヽ
Ｎ
‐一
・

⑩
Ｏ
あ
あ
‥
”
諄
・Ｆ
ヽ
お
・８
』
。
２

Ｎ。

ｍ
ｏ
あ
あ
・ｂ
ユ
・コ
。Ｎ一
Ｎヽ

ｂ
ＨＬ
。

９
９
ｐ
ｐ
ｂ
『言
コ
ヽ
お
‐８
・

２
　
負
担
の
軽
減

前
述
の
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
固
有
の
従
業
員
数
の
算
定
方
法
、
お
よ
び
、
保
険
料
算
定
基
礎
報
酬
の
上
限
額
の
減
額
制
度
は
、
使



用
者
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
を
雇
用
す
る
使
用
者
と
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
を
雇
用
す
る
使
用
者
の
負
担
を
均
衡
さ

せ
、
両
者
を
平
等
に
取
り
扱
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
保
険
料
算
定
基
礎
報
酬
の
減
額
制
度
は
、
労
働
者
に
と
っ
て
も
、
そ
の

社
会
的
負
担
が
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
と
し
て
働
く
場
合
と
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
と
し
て
働
く
場
合
と
で
均
衡
化
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
近
年
で
は
、
さ
ら
に
、　
一
定
の
要
件
の
も
と
で
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
を
雇
用
す
る
使
用
者
の
社
会
的
負
担
を
フ
ル

タ
イ
ム
労
働
者
の
使
用
者
の
そ
れ
よ
り
も
軽
減
す
る
、
よ
り
直
接
的
か
つ
強
力
な
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
誘
導

・
促
進
政
策
が
展
開
さ
れ

て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
期
間
の
定
め
の
な
い
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
に
基
づ
き
新
た
な
雇
用
が
行
わ
れ
た
場
合
、
あ
る
い
は
、
補
填
的
雇
用
を

伴
う
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
か
ら
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換
が
な
さ
れ
た
場
合
、
社
会
保
障
の
使
用
者
負
担
保
険
料
を

一
部
免
除
す
る
制
度

（
Ａ
）、
同
免
除
制
度
と
低
い
賃
金
に
適
用
さ
れ
る
家
族
手
当
保
険
料
の
免
除
制
度
と
の
同
時
適
用
の
承
認

（Ｂ
）、
子
の
養
育
を
目
的
と
す

る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

（ま
た
は
養
育
親
休
暇
）
中
、
約
定
に
よ
り
使
用
者
か
ら
支
払
わ
れ
る
賃
金
補
填
の
た
め
の
補
足
手
当
に
関
す
る
社

会
的
負
担
の
免
除

（Ｃ
）、
お
よ
び
、
雇
用
連
帯
契
約
に
お
け
る
賃
金
の
使
用
者
負
担
保
険
料
免
除

（Ｄ
）、
で
あ
る
。

Ａ
　
新
た
な
雇
用
創
出
に
伴
う
使
用
者
負
担
保
険
料
の
一
部
免
除

期
間
の
定
め
の
な
い
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
に
基
づ
き
新
た
な
雇
用
が
行
わ
れ
た
場
合
、
あ
る
い
は
、
補
填
的
雇
用
を
伴
う
フ
ル
タ
イ

ム
労
働
か
ら
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換
が
な
さ
れ
た
場
合
、
社
会
保
障
の
使
用
者
負
担
保
険
料
を

一
部
免
除
す
る
制
度
は
、　
一
九
九
二

年
九
月

一
日
よ
り

一
時
的
に
導
入
さ
れ
、　
一
九
九
二
年

一
二
月
二
一
日
の
法
律
に
よ
り
労
働
法
典
に
法
典
化
さ
れ
か
。
同
法
律
の
適
用
デ
ク

レ
は
、　
一
九
九
二
年
二
月
二
二
日
の
デ
ク
レ
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一三
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同
規
定
に
よ
れ
ば
、
使
用
者
は
、
社
会
保
障
、
す
な
わ
ち
、
社
会
保
険

（出
産
、
疾
病
、
廃
疾
、
死
亡
、
老
齢
）、
労
働
災
害
補
償
、
家

族
手
当
の
使
用
者
負
担
保
険
料
の
一
部
免
除

（
一
九
九
二
年

一
月

一
日
以
降
五
〇
％
）
を
享
受
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。

九
二
年
五
か
年
法
第
四
三
条
、
お
よ
び
、　
一
九
九
四
年
四
月
五
日
の
デ
ク
レ
は
、
同
制
度
を
部
分
的
に
修
正
し
か
。
す
な
わ
ち
、
第

一
に
、

保
険
料
免
除
率
を
五
〇
％
か
ら
三
〇
％
に
引
き
下
げ

（
一
九
九
四
年
四
月
八
日
以
降
）、
第
二
に
、
年
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
時
制
の
導

入
に
伴
い
、
同
免
除
制
度
を
適
用
し
う
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
労
働
時
間
の
上
限
と
下
限
の
算
定
方
法
を
緩
和
し
、
第
二
に
、
フ
ル
タ
イ

ム
労
働
か
ら
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換
に
つ
い
て
は
、
同
免
除
制
度
適
用
の
要
件
で
あ
る
補
填
的
雇
用
義
務
の
例
外
を
拡
大
し
た
。

０
　
適
用
範
囲

①
　
適
用
を
受
け
る
使
用
者

同
免
除
制
度
の
適
用
を
受
け
う
る
使
用
者
は
、
労
働
法
典
Ｌ
．
〓
一五

一
―
四
条
と
Ｌ
．
〓
一五

一
―
〓

一
条

ｒ
と
ゲ
に
規
定
さ
れ
た
、
失

業
保
険
制
度
へ
の
加
入
が
強
制
さ
れ
て
い
る
使
用
者
、
お
よ
び
、
海
洋
漁
業
を
営
む
使
用
者
で
あ
和
。

０
　
対
象
と
な
る
労
働
者

そ
の
賃
金
が
同
免
除
の
対
象
と
な
る
労
働
者
は
、
前
述
の
使
用
者
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
で
、
期
間
の
定
め
の
な
い
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

契
約
に
よ
り
新
た
に
雇
用
さ
れ
た
者
、
ま
た
は
、
す
で
に
当
該
企
業
に
お
け
る
労
働
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
契
約
が
期
間
の

定
め
の
あ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
に
転
換
さ
れ
た
者
で
あ
る
。

部
分
的
養
育
親
手
当
受
給
者
を
含
め
、
子
の
養
育
を
目
的
と
す
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換
者
、
雇
用
全
国
基
金
の
段
階
的
早
期
引

退
協
定
ま
た
は

「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
移
行
」
協
定
参
加
者
等
も
同
免
除
の
対
象
と
な
り
う
る
。
ま
た
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
か
ら
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
転
換
し
た
労
働
者
の
労
働
時
間
を
補
填
す
る
た
め
に
新
た
に
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
と
し
て
雇
用
さ
れ
た
者
も
同
免
除



の
対
象
と
な
る
。
家
内
労
働
者
お
よ
び
商
業
代
理
人
は
、
明
確
な
労
働
時
制
に
従
う
例
外
的
な
場
合
を
除
き
、
対
象
と
は
な
ら
な
¨
。

し
か
し
な
が
ら
、　
一
人
の
労
働
者
が
同
時
に
複
数
の
免
除
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
ぃ
。
実
際
上
、　
一
人
の
労
働
者
が
複
数
の
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
を
行
う
こ
と
は
、
労
働
法
典

Ｌ
．
一
三

二
―
一
条
お
よ
び
Ｌ
。

一
三

二
―
七
条
に
規
定
さ
れ
る
最
長
労
働
時
間

（
一
日

一
〇

時
間
、
週
四
八
時
間
、　
〓

一週
平
均
四
六
時
間
）
の
枠
内
で
あ
れ
ば
可
能
で
あ
る
が
、
免
除
制
度
を
享
受
し
う
る
の
は
一
人
の
使
用
者
だ
け

で
あ
和
。

ω
　
適
用
要
件

同
保
険
料
免
除
制
度
の
適
用
を
望
む
使
用
者
は
、
以
下
の
要
件
を
充
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
第

一
に
、
期
間
の
定
め

の
な
い
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
に
基
づ
き
雇
用
を
行
う
こ
と
、
ま
た
は
、
労
働
者
の
期
間
の
定
め
の
な
い
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
契
約
が
ら
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
へ
の
転
換
を
、
例
外
を
除
き
、
転
換
さ
れ
た
契
約
の
労
働
時
間
短
縮
分
を
補
填
す
る
雇
用
を
伴
い
つ
つ
行
う
こ
と
、
第

二
に
、
当
該
労
働
者
と

一
定
の
義
務
条
項
を
含
む
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
、
第
二
に
、
実
労
働
時
間
が

一
定
の
枠
内
で
あ
る
こ
と
、
第
四
に
、

行
政
官
庁
へ
の
一
定
の
手
続
の
開
始
、
特
に
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
雇
用
ま
た
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換
後
三
〇
日
以
内
に
そ

の
旨
を
書
面
に
よ
り
届
け
出
る
こ
と
、
で
あ
る
。

以
下
、
順
に
こ
れ
ら
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

０
　
雇
用
に
関
す
る
要
件

期
間
の
定
め
の
な
い
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約

（労
働
法
典
Ｌ
．
一
三

二
―
四
―
二
条
第
二
、
二
、
四
項
の
定
め
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

の
概
念
に
該
当
す
る
も
の
）
に
基
づ
く
雇
用
は
、
保
険
料
免
除
へ
の
権
利
を
発
生
さ
せ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
同
雇
用
は
、
以
下
の
場
合
、
免
除
の
対
象
と
は
な
ら
な
¨
。
す
な
わ
ち
、
第

一
に
、
同
雇
用
が
、
期
間
の
定
め
の
な
い

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一〓



法
経
研
究
四
四
巻
三
号
（
一
九
九
五
年
）

フ
ル
タ
イ
ム
あ
る
い
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
を
締
結
し
て
い
た
労
働
者
の
解
雇
の
結
果
行
わ
れ
た
と
き
、
第
二
に
、
同
雇
用
の
結
果
、

そ
の
よ
う
な
解
雇
が
行
わ
れ
た
と
き
、
第
二
に
、
同
雇
用
の
対
象
と
な
っ
た
労
働
者
が
、
そ
れ
以
前
三
か
月
以
内
に
す
で
に
同
じ
使
用
者
に

雇
用
さ
れ
て
い
た
と
き
、
で
あ
る
。
た
だ
し
、
同
雇
用
が
、
当
該
使
用
者
と
労
働
者
と
の
間
で
締
結
さ
れ
て
い
た
期
間
の
定
め
の
あ
る
契
約

の
終
了
後
行
わ
れ
た
と
き
は
、
同
使
用
者
は
免
除
の
適
用
を
受
け
う
る
。
ま
た
、
雇
用
連
帯
契
約

♂
ｏ
口
”『騨

ｏ日
●
】０
ぃ１８
】̈
ヽ
ｐ
『̈
ｏ゙、「
を
締

結
し
て
い
る
使
用
者
が
、
当
該
労
働
者
と
の
合
意
に
基
づ
き
、
同
契
約
を
解
除
し
当
該
労
働
者
を
期
間
の
定
め
の
な
い
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

契
約
に
基
づ
き
雇
用
す
る
と
き
は
、
同
雇
用
は
免
除
の
対
象
と
な
る
。

他
方
、
先
立
つ
六
か
月
に
経
済
的
解
雇
を
行
っ
た
使
用
者
が
、
同
雇
用
に
基
づ
く
保
険
料
の
免
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、
所
轄
行
政
官
庁

（
一
般
に
は
県
労
働
雇
用
職
業
訓
練
局
）
の
事
前
の
許
可
が
必
要
で
あ
る
。
同
官
庁
は
一
か
月
以
内
に
使
用
者
の
許
可
申
請
に
対
し
返
答
せ

ね
ば
な
ら
ず
、
同
期
間
内
に
理
由
を
付
し
た
拒
否
の
な
い
場
合
は
、
許
可
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

②
　
雇
用
の
転
換
に
関
す
る
要
件

フ
ル
タ
イ
ム
労
働
か
ら
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換
は
、
保
険
料
免
除
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
は
、
転
換
さ
れ
た
契
約
の
総
労
働

時
間
数
を
維
持
す
る
よ
う
、
期
間
の
定
め
の
な
い
契
約
に
基
づ
く
補
填
的
雇
用
を
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

同
補
填
的
雇
用
は
、
労
働
契
約
の
転
換
後
六
〇
日
以
内
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
期
間
内
に
全
て
の
補
填
的
雇
用
が
行
わ
れ
な

い
と
き
は
、
契
約
転
換
後
の
保
険
料
免
除
は
削
除
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
契
約
転
換
後
、
新
た
な
雇
用
に
よ
り
転
換
以
前
の
総
労
働
時
間
量
を
維
持
す
る
義
務
に
は
例
外
が
あ
る
。

同
例
外
は
、
九
二
年
五
か
年
法
以
前
は
、
労
働
契
約
の
転
換
が
、
五
〇
人
以
上
の
企
業
に
お
い
て
三
〇
日
の
間
に
一
〇
人
以
上
の
解
雇
を

行
う
と
き
に
作
成
が
義
務
づ
け
ら
れ
る

「社
会
計
画

Ｃ
】ｐ
●
８
ｏぃ０
し

』
の
枠
内
で
行
わ
れ
た
と
き
に
限
ら
れ
て
い
た
８

し
か
し
な
が
ら
、
同
例
外
は
、
九
二
年
五
か
年
法
に
よ
り
拡
大
の
対
象
と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
労
働
契
約
の
転
換
が
、
企
業
の
従
業
員

一
一八



数
、
解
雇
者
数
に
関
わ
ら
ず
、
三
〇
日
以
内
に
行
わ
れ
る
経
済
的
理
由
に
基
づ
く
集
団
的
解
雇
の
代
替
措
置
と
し
て
、
労
働
法
典
Ｌ
一壬
〓
―

二
条
に
規
定
さ
れ
る
手
続
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
場
合
は
、
補
填
的
雇
用
を
伴
う
こ
と
な
く
保
険
料
の
免
除
を
受
け
う
る
こ
と
と
な
っ
た
の

で
あ
和
ｏ

Ｏ
　
労
働
時
間
に
関
す
る
要
件

同
免
除
制
度
を
享
受
す
る
た
め
に
は
、
当
該
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
の
、
週
ま
た
は
月
単
位
で
算
定
さ
れ
る
労
働
時
間
が
、
所
定
外
労

働
時
間
を
含
め
ず
週

一
六
時
間
以
上
、
所
定
外
労
働
時
間
を
含
め
週
三
二
時
間
以
内
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
換
言
す
れ
ば
、
週

平
均
労
働
時
間
が
、
所
定
外
労
働
時
間
を
含
め
法
定
労
働
時
間
の
五
分
の
四
以
下
、
所
定
外
労
働
時
間
を
含
め
ず
そ
の
半
分
以
上
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

年
単
位
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
場
合
は
、　
一
年
を
基
礎
と
し
て
算
定
さ
れ
る
週
平
均
労
働
時
間
が
同
枠
内
で
あ
れ
ば
よ
ぃ
。
具
体
的
に
は
、

労
働
時
間
は
、
所
定
外
労
働
時
間
を
含
め
、
法
定
ま
た
は
協
約
上
の
休
暇
に
対
応
す
る
時
間
を
差
し
引
い
た
年
間
法
定
労
働
時
間
の
五
分
の

四
以
下
、
所
定
外
労
働
時
間
を
含
め
ず
そ
の
半
分
以
上
で
あ
れ
ば
よ
い
。

０
　
労
働
契
約
に
関
す
る
要
件

同
免
除
制
度
を
享
受
す
る
た
め
に
は
、
当
該
労
働
契
約
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約

一
般
に
関
す
る
要
件
、
す
な
わ
ち
、
格
付
け
、
報

酬
、
労
働
時
間
、
労
働
時
間
配
分
方
法
、
労
働
時
間
配
分
の
変
更
要
件
、
所
定
外
労
働
の
上
限
等
を
含
む
書
面
に
よ
る
契
約
で
あ
る
こ
和
、

に
加
え
て
、
以
下
の
要
件
を
充
足
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
第

一
に
、
拡
張
適
用
さ
れ
た
協
約

・
協
定
の
条
項
、
ま
た
は

そ
れ
ら
が
存
在
し
な
い
場
合
は
企
業
協
定
の
条
項
を
含
む
こ
と
、
第
二
に
、
こ
れ
ら
の
協
定
が
存
在
し
な
い
場
合
は
、
労
働
継
続
の
最
低
時

間
の
保
障
、
空
き
の
で
き
た
、
ま
た
は
、
新
し
く
創
設
さ
れ
た
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
の
ポ
ス
ト
ヘ
の
転
換
の
優
先
権
、
お
よ
び
、
同

一
の
勤
続

年
数
、
同
格
の
格
付
け
の
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
と
の
平
等
取
扱
に
関
す
る
規
定
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一死



法
経
研
究
四
四
巻
三
号
２
九
九
五
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
，　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一き

さ
ら
に
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
か
ら
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
転
換
し
た
労
働
者
の
契
約
は
、
同
転
換
が
当
該
労
働
者
の
自
由
意
思
に
基
づ
く

こ
と
を
を
証
明
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
当
該
労
働
者
の
自
筆
に
よ
る
そ
の
意
思
の
明
示
的
記
載
お
よ
び
署
名
が
必

要
と
な
和
。

他
方
、
同
契
約
は
、
拡
張
適
用
さ
れ
る
産
業
部
門
別
協
約

・
協
定
に
異
な
る
定
め
の
な
い
限
り
、　
一
日

一
回
以
上
の
労
働
中
断
を
規
定
し

て
は
な
ら
な
い
。

０
　
手
続
と
形
式

０
　
届
出
と
許
可
の
申
請

保
険
料
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
使
用
者
は
、
当
該
労
働
契
約
の
効
力
発
生
後
三
〇
日
以
内
に
、
書
面
に
よ
り
、
県
労
働

・
雇
用

・
職
業

訓
練
局

（∪
∪
弓
日
『
）
お
よ
び
社
会
保
障
お
よ
び
家
族
手
当
保
険
料
回
収
連
合

（］８

目
いｏ
日

ヽ
ｏ
８
８
“
ｌ
ｏ日
８
一
８
ｏ
８
゛̈
８
゛̈
ｏ
３

一
ｏ

ｏ８
日

８̈

ｏ８
ぃｐ
ざ

３

一
．ｐ
］いｏ
８
けぃ０
日

旨
日
〓
ｐ
】０り
¨
【．ｃ
”
∽
∽
＞
『
）
に
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
届
出
に
は
、
当
該
契
約
と
、

存
在
す
る
場
合
は
、
企
業
協
定
ま
た
は
部
門
別
協
定
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
ぃ
。

免
除
の
対
象
と
な
り
う
る
雇
用
に
先
立

つ
六
か
月
以
内
に
経
済
的
解
雇
を
行

っ
た
使
用
者
は
、
事
前
に
所
轄
行
政
官
庁
の
許
可
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
　
所
轄
行
政
官
庁
の
監
督

免
除
申
請
に
添
付
さ
れ
た
契
約
の
適
合
性
に
関
す
る
審
査
を
行
う
の
は
、　
一
般
に
は
県
労
働

・
雇
用

・
職
業
訓
練
局

（∪
∪
弓
国
『
）
で
あ

和
。同

所
轄
行
政
官
庁
は
、
特
に
、
使
用
者
が
、
保
険
料
免
除
を
受
け
る
目
的
で
、
当
該
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
を
雇
用
す
る
以
前
に
フ
ル
タ



イ
ム
労
働
者
を
解
雇
し
な
か
っ
た
か
ど
う
か
、
当
該
労
働
者
と
の
合
意
の
も
と
、
同
労
働
者
の
退
職
後
こ
れ
を
再
雇
用
し
な
か
っ
た
か
ど
う

か
、
あ
る
い
は
、
当
該
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
雇
用
後
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
を
解
雇
し
な
か
っ
た
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
。

０

適
用
方
法

０
　
免
除
の
対
象

免
除
の
対
象
と
な
る
の
は
、
社
会
保
険
、
労
働
災
害
補
償
、
お
よ
び
、
家
族
給
付
の
使
用
者
負
担
保
険
料
で
あ
る
。
他
方
、
免
除
の
対
象

と
な
ら
な
い
の
は
、
全
て
の
労
働
者
負
担
保
険
料
、
失
業
保
障
お
よ
び
補
足
的
年
金
制
度
の
使
用
者
負
担
保
険
料
、
そ
の
他
の
負
担
金
等
で

あ
る
。０

　
免
除
率
と
期
間

九
二
年
五
か
年
法
お
よ
び

一
九
九
四
年
四
月
五
日
の
デ
ク
レ
に
基
づ
き
、　
一
九
九
四
年
四
月
八
日
以
降
、
同
免
除
率
は
五
〇
％
か
ら
二
〇

％
に
減
率
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
免
除
は
、
適
用
要
件
が
充
足
さ
れ
て
い
る
限
り
、
期
間
の
限
定
な
く
適
用
さ
れ
る
。

０
９
〓
ｐ
く
・・ｐ
■一卜
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フ
ラ
ン
ス
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け
る
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ム
労
働
法
制
の
展
開
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ま
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∞
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磐
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Ｎ
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ヽ

帥
場
合
に
よ
り
、
県
労
働
雇
用
農
業
社
会
保
護
セ
ン
タ
ー
あ
る
い
は
県
労
働
運
送
労
働
者
セ
ン
タ
ー
が
所
轄
官
庁
と
な
る

（∪
８

，

Ｚ
．
８
‐田
∞
Ｏ
ｃ
に

「

０く
。いＯ
Ｏ
ω
・　
ｐ
一ヽ・↓
）
。

田
０
い３
・日
す
・ｏ
∪
国
＼
∪
”
弓

●
．
ｏ
ω
あ

Ｏ
ｃ
Ｎヽ

お
く
。い８
Ｐ

Ｂ
　
複
数
の
保
険
料
免
除
制
度
の
適
用

低
い
賃
金
に
対
す
る
社
会
的
負
担
を
軽
減
し
、
最
も
格
付
け
の
低
い
労
働
者
の
雇
用
を
促
進
す
る
た
め
、　
一
九
九
二
年
七
月
二
七
日
の
雇

用
と
見
習
の
発
展
に
関
す
る
法
律
は
、
同
年
七
月

一
日
付
で
、
法
定
最
低
賃
金
に
近
い
低
い
賃
金
に
つ
き
家
族
手
当
の
保
険
料
を
全
部
あ
る

い
は

一
部
免
除
す
る
制
度
を
導
入
し
た
。

同
制
度
は
、
失
業
問
題
に
対
処
す
る
た
め
、
雇
用
援
助
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る

一
連
の
制
度
の

一
つ
で
あ
り
、　
一
九
九
五
年
の
場
合
、
法

定
最
低
賃
金
の

一
二
〇
％
以
下
の
賃
金
に
つ
い
て
は

一
〇
〇
％
、　
〓

一〇
％
を
こ
え

一
三
〇
％
以
下
の
賃
金
に
つ
い
て
は
五
〇
％
、
家
族
手

当
の
保
険
料
支
払
を
免
除
す
る
制
度
で
あ
る
。
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
家
族
手
当
の
保
険
料
は
使
用
者
の
み
の
負
担
で
、
賃
金
の
五
、

四
％
で
あ
る
。

同
法
は
、
他
法
に
お
い
て
、
同
保
険
料
免
除
と
、
他
の
社
会
保
障
の
使
用
者
負
担
保
険
料
の
免
除
を
同
時
に
適
用
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い

た。
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一詈
一



法
経
研
究
四
四
巻
三
号
２
九
九
五
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一昌

し
か
し
な
が
ら
、
九
二
年
五
か
年
法
は
、
同
禁
止
規
定
に
対
す
る
例
外
を
承
認
し
た
。
す
な
わ
ち
、　
一
九
九
二
年

一
二
月
二
三
日
以
降
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
に
対
す
る
社
会
保
障
の
使
用
者
負
担
保
険
料
免
除
は
、
低
い
賃
金
に
対
す
る
家
族
手
当
の
保
険
料
免
除
制
度
と
同
時
に

適
用
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

Ｏ
ｏ
。∽
・∽
・・ｐ
『
言
Ｆ
ヽ
ヽ
い
‐０
‐Ｆ
ｏ
す
ｐ

Ｏ
ｏ
。ｐ
ｐ
ｂ
諄
・Ｆ
。Ｎ
ヽ
い
ふ
占
ｂ
Ｈｂ
・

ω
ｏ
・∽
。∽
〓
ｐ
『

，
Ｆ
。Ｎ
ヽ
い
，ｏ
‐ド
ｐ
ｒ
ｏ
・

Ｃ
　
補
足
手
当
に
関
す
る
保
険
料

ｏ
社
会
的
負
担
の
免
除

九
四
年
家
族
に
関
す
る
法
律
は
、
使
用
者
が
労
働
者
に
対
し
、
当
該
労
働
者
の
子
の
養
育
の
た
め
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
抑

（ま

た
は
養
育
親
休
暇
）
期
間
中
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換

（ま
た
は
養
育
親
休
暇
取
得
）
の
結
果
減
額
す
る
報
酬
の
全
部
あ
る
い
は

一

部
を
補
填
す
る
目
的
で
、
労
働
協
約
に
基
づ
き
補
足
手
当
を
支
払
う
場
合
、
同
手
当
に
つ
い
て
は
、
法
定
ま
た
は
協
約
の
定
め
る
全
て
の
使

用
者
負
担
お
よ
び
労
働
者
負
担
の
保
険
料
お
よ
び
負
担
金
の
支
払
を
免
除
す
る
こ
と
と
し
か
。

し
か
し
な
が
ら
、
同
免
除
制
度
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
は
、
以
下
の
要
件
を
充
足
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
　
第

一
に
、
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換
の
場
合
、
労
働
者
の
報
酬
の
減
額
分
が
、
そ
の
労
働
時
間
の
短
縮
分
を
超
え
て
い
て
は
な
ら
な
ぃ
。
こ
れ
は
、
使

用
者
が
、
実
際
は
労
働
者
の
労
働
時
間
に
対
応
す
る
報
酬
の
一
部
を

「手
当
」
と
し
、
保
険
料
免
除
を
受
け
る
の
を
防
止
す
る
た
め
と
思
わ

れ
る
。

第
二
に
、
使
用
者
は
、
当
該
労
働
者
の
子
の
養
育
の
た
め
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換

（ま
た
は
養
育
親
休
暇
）
期
間
中
、
そ
の
短



縮
さ
れ
た
労
働
時
間
を
補
填
す
る
た
め
の
雇
用
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
ぃ
。
同
補
填
的
雇
用
が
、
当
該
労
働
者
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ

の
転
換

（ま
た
は
養
育
親
休
暇
）
後
三
〇
日
以
内
に
行
わ
れ
な
い
場
合
は
、
同
免
除
を
受
け
る
権
利
は
、
最
初
の
手
当
支
払
に
さ
か
の
ぼ
っ

て
消
滅
す
る．
。

な
お
、
同
保
険
料
免
除
は
、　
一
九
九
四
年

一
〇
月

一
日
か
ら

一
九
九
九
年

一
二
月
二

一
日
ま
で
の
間
に
支
払
わ
れ
る
手
当
に
つ
い
て
適
用

さ
れ
る
。

９
ｏ
卜
■
●
Ｆ
・Ｆ
Ｌ
ＮＮ
‐Ｎ∞
‐Ｆ

Ｏ
＞
『゙
・８
ｂ
【・ド

０
＞
ユ
・８
ｂ
】・ド

的
＞
『゙
・８
ｂ
Ｈ・Ｐ

ω
＞
ユ
・８
ｂ
］・，

Ｄ
　
雇
用
連
帯
契
約
に
お
け
る
使
用
者
の
社
会
的
負
担
の
免
除

雇
用
連
帯
契
約
に
お
い
て
は
、
法
定
最
低
賃
金
を
実
労
働
時
間
に
適
用
し
て
算
出
さ
れ
た
賃
金
部
分
に
つ
い
て
、
社
会
保
障

↑
入
五
俗
い、

労
災
補
償
、
家
族
手
当
）
の
使
用
者
負
担
保
険
料
は
、　
一
〇
〇
％
免
除
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
労
働
者
は
そ
の
保
険
料
を
負
担
す
る
。

ま
た
、
そ
れ
以
外
の
、
法
定
ま
た
は
協
約
の
定
め
る
全
て
の
社
会
的
負
担
、
税
負
担
は
、
失
業
保
険
の
保
険
料
を
の
ぞ
き
、
労
使
と
も
に

免
除
さ
れ
る。
。

な
お
、
前
述
の
よ
う
に
雇
用
連
帯
契
約
に
お
い
て
は
、
賃
金

（お
よ
び
場
合
に
よ
っ
て
は
、
教
育
訓
練
費
用
）
の
一
部
も
国
に
よ
り
負
担

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一三



法
経
研
究
四
四
巻
三
号
（
一
九
九
五
年
）

さ
れ
る
。

働
ｏ
・一『”
く
。・ｐ
ュ
ト
・田
Ｎふ
‐〓
・

３
　
小
括

以
上
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
導
入
を
促
進
す
る
た
め
に
、
ま
ず
第

一
に
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者

を
雇
用
す
る
使
用
者
が
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
を
雇
用
す
る
使
用
者
よ
り
も
重
い
義
務
や
社
会
的
負
担
を
負
う
結
果
と
な
ら
な
い
よ
う
、
従

業
員
数
の
計
算
、
お
よ
び
、
保
険
料
算
定
基
礎
報
酬
の
上
限
額
に
つ
き
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
関
す
る
特
別
規
定
を
設
け
た
。
後
者
は
、

使
用
者
負
担
の
保
険
料
の
み
な
ら
ず
、
労
働
者
負
担
の
保
険
料
に
も
影
響
を
与
え
る
の
で
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
と
っ
て
も
、
そ
の
社

会
的
負
担
が
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
の
そ
れ
と
均
衡
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
進
ん
で
、
第
二
に
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
を
雇
用
す
る
使
用
者
の
社
会
的
負
担
を
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
を
雇
用
す
る

使
用
者
の
そ
れ
よ
り
も
軽
減
す
る
た
め
に
、
社
会
保
障
の
使
用
者
負
担
保
険
料
を

一
部
免
除
す
る
制
度
等
が
創
設
さ
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
同
制
度
は
、
単
に
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
導
入
を
促
進
す
る
も
の
で
は
な
く
、
保
険
料
の
〓
郡
纂
辱
こ
引
換
え
に
、
ワ
ー

ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の
具
体
的
実
現
を
は
か
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
免
除
は
、
原
則
と
し
て
、
新
た
な
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
雇

用
も
し
く
は
補
填
的
雇
用
を
伴
う
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
か
ら
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換
、
換
言
す
れ
ば
、
雇
用
者
数
が
増
加
す
る
場
合
、

ま
た
は
、
経
済
的
解
雇
の
代
替
措
置
と
し
て
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換
、
換
言
す
れ
ば
、
雇
用
減
少
が
回
避
さ
れ
る
場
合
に
適
用
さ

れ
、
具
体
的
雇
用
創
出

・
維
持
の
効
果
を
持
つ
。



他
方
、
同
制
度
は
、
保
険
料

一
部
免
除
の
要
件
と
し
て
、
当
該
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
が
期
間
の
定
め
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
や

一

定
の
義
務
的
記
載
事
項
を
含
む
こ
と
等
を
要
求
し
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
地
位
の
安
定
や
保
護
を
は
か
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

残
さ
れ
た
課
題
―
結
び
に
か
え
て

以
上
の
よ
う
に
、
近
年
の
フ
ラ
ン
ス
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
柔
軟
化
と
労
働
者
の
利
益
の
調
和
、
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
の
機
能
の
多
様
化
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
導
入
の
促
進
、
を
軸
と
し
て
展
開
し
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
に
よ
り
、
使
用
者
の

柔
軟
化
へ
の
要
望
、
労
働
者
の
短
時
間
労
働
と
自
由
な
時
間
選
択
の
要
望
、
職
業
生
活
と
私
生
活
の
調
和
、
雇
用
の
維
持
と
創
出
、
と
い
っ

た
多
様
な
要
求
を
実
現
し
な
が
ら
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
発
展
を
通
し
て
、
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の
実
現
と
失
業
問
題
の
克
服
を
試
み

よ
う
と
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
多
様
な
利
益
調
和
と
ワ
ー
ク
シ
ュ
ア
リ
ン
グ
と
い
う
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
に
対
す
る
立
法
者
の
期
待
は
、
実
現
さ

れ
つ
つ
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
の
効
果
の
分
析
は
、
今
後
の
大
き
な
課
題
の
一
つ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
た
め
に
は
、
具
体
的
に
、
各
企
業
に
お
い
て
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
時
制
が
ど
の
よ
う
に
実
施
さ
れ
て
い
る
か
、
ど
の
よ
う
な
協
約

・
協

定
が
締
結
さ
れ
て
い
る
か
、
労
働
者
、
使
用
者
、
組
合
の
同
法
制
に
対
す
る
評
価
等
の
検
討
が
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
同
法
制
の
目
的

ｏ
内
容
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
も
当
然
問
題
と
な
る
。
そ
の
評
価
に
あ
た
っ
て
は
、　
一
般
的
パ
ー
ト
タ
イ
ム

労
働
契
約
、
い
く
つ
か
の
特
定
の
タ
イ
プ
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
契
約
の
個
々
の
制
度
に
つ
き
、
詳
細
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
、
特
に
、

労
働
者
の
選
択
の
自
由
と
適
切
な
労
働
条
件
、
待
遇
の
保
証
の
有
無
が
検
討
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
制
の
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一喜
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労
働
者
の
選
択
の
自
由
に
つ
い
て
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
か
ら
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換
の
場
合
は
、　
一
応
労
働
者
の
拒
否
の
自
由

が
あ
り
、
ま
た
、
労
働
者
固
有
の
利
益
に
基
づ
く
、
積
極
的
に

「選
択
さ
れ
た
」
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
転
換
で
は
な
く
て
も
、
そ
れ
に

伴
う
経
済
的
利
益

（手
当
の
支
給
等
）
あ
る
い
は
よ
り
大
き
な
損
失

（解
雇
な
ど
）
の
回
避
等
、
労
働
者
が

一
定
の
メ
リ
ッ
ト
を
感
じ
て
転

換
を

「
選
択
」
す
る
よ
う
な
制
度
が
整
備
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ま
だ
問
題
は
少
な
い
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
新
し
く

雇
用
さ
れ
る
労
働
者
が
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
を
希
望
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
ポ
ス
ト
し
か
な
く
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労

働
を
や
む
を
え
ず

「選
択
」
す
る
場
合
、
こ
れ
は

「部
分
的
失
業
」
に
は
該
当
せ
ず
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
と
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
報
酬
差

額
の
補
填
措
置
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
の
ポ
ス
ト
の
不
足
と
や
む
を
え
ず
強
い
ら
れ
た
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の

「
選
択
」
と
い
う
問
題
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
導
入
の
促
進
政
策
に
伴
い
、
よ
り
顕
在
化
し
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
は
、
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の
実
現
と
い
う
、
い
わ
ば
社
会
連
帯
的
観
点
か
ら
、
直
接
的

（た
と
え
ば
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
ポ

ス
ト
し
か
な
い
）
あ
る
い
は
間
接
的

（た
と
え
ば
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
へ
の
従
事
に
補
完
手
当
の
支
給
な
ど
の
利
益
が
付
加
さ
れ
る
）
に
、

フ
ル
タ
イ
ム
労
働
で
は
な
く
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
選
択
を
促
す
政
策
を
ど
う
評
価
す
る
の
か
、
換
言
す
れ
ば
、
個
人
の
労
働
の
自
由
と
社

会
連
帯

（
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
）
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
、
が
問
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

他
方
、
ワ
ー
タ
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
を
実
現
す
る
手
段
と
し
て
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
発
展
の
み
な
ら
ず
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
も
含
め

た
全
体
的
労
働
時
間
短
縮
が
考
え
ら
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
全
体
的
労
働
時
間
短
縮
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
法
政
策
が
と
ら
れ
て

い
る
か
、
こ
れ
も
興
味
深
い
検
討
対
象
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
検
討
課
題
と
す
る
こ
と
に
し
た
い
。


